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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】肥満治療手術などといった胃腸の治療に関して
、胃の縮小を最小限の侵襲の様相にて達成するために使
用することができる外科器具および手技を提供する。
【解決手段】胃形成術を実施するための外科装２１は、
近位端２２を身体の開口部から延出させて食道に挿入さ
れるように構成された細長い本体２３を備えている。作
業部材２４が、胃の前壁および後壁の一部分を捕捉して
切除を行い、さらに捕捉されている組織に縫合糸を適用
する１対の細長い吸引空洞２７Ａ，２７Ｂを備えており
、縫合糸が、強く引かれたときに胃の中に修正による管
腔を形成するように機能する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胃形成術を実施するためのシステムであって、
　食道を経由して胃に挿入されるように構成されており、作業部を胃の中に位置させつつ
、近位端を身体の開口部から延出させて有する細長い本体と、
　前記作業部の少なくとも一部分を通過して延出する内視鏡管腔と、
　前記作業部を胃の小弯に沿って整列させるための手段と、
　前記作業部を小弯に沿って整列させつつ胃壁の一部分を捕捉するために、前記作業部に
位置する少なくとも１つの第２の吸引空洞と、
　捕捉された組織を切除するための切除装置と、
　前記少なくとも１つの空洞に捕捉された前記壁の一部分に縫い目を適用するための少な
くとも１つの針と、
　を備えるシステム。
【請求項２】
　前記整列させるための手段が、前記作業部の少なくとも１つの管腔に位置できる少なく
とも１つの配向ワイヤを含んでいる請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記整列させるための手段が、遠位部を小腸に固定しつつ前記作業部の少なくとも１つ
の管腔に位置できる細長い部材を含んでいる請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記細長い部材が、バルーンに接続されたカテーテルであり、前記バルーンが、幽門括
約筋または幽門括約筋の遠位側に固定可能である請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記整列させるための手段が、前記作業部を胃の中に位置させつつ幽門括約筋または幽
門括約筋の遠位側に固定可能である前記細長い部材の遠位部を含んでいる請求項１に記載
のシステム。
【請求項６】
　第１および第２の吸引空洞が存在し、前記少なくとも１つの針が、長手方向に動作可能
な２つの針を含んでいる請求項１、２、３、４、または５に記載のシステム。
【請求項７】
　第１および第２の吸引空洞が存在し、前記少なくとも１つの針が、らせん針を含んでい
る請求項１、２、３、４、または５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記らせん針が、超弾性材料を含んでいる請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記作業部が、窓を備えており、前記第１および第２の吸引空洞が、前記作業部に滑動
可能に配置された作業部材上に定められている請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記らせん針が、前記作業部材によって担持されたローラによって駆動される請求項９
に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの針が、少なくとも１つの引っ張りワイヤによって、捕捉された組
織を貫いて進められる請求項１、２、３、４、または５に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記針が、シャトルに解放可能に接続され、前記シャトルが、前記少なくとも１つの引
っ張りワイヤによって駆動される請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　複数の針が設けられている請求項１１または１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　咬合阻止器をさらに備え、
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前記細長い本体の近位部が、前記咬合阻止器に係合するように構成されている請求項１～
１３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　胃形成術を実施するためのシステムであって、
　作業部を胃の中に配置しつつ、近位端を身体の開口部から延出させて食道を経由して胃
に挿入されるように構成および配置されている細長い本体と、
　前記作業部の少なくとも一部分を通過して延出する内視鏡管腔と、
　前記作業部の少なくとも一部分を通過して延出する配向管腔と、
　前記作業部に滑動可能に配置され、前記作業部の少なくとも１つの窓を通して胃壁の一
部分を捕捉するように動作できる少なくとも１つの吸引空洞を定めている作業部材と、
　前記少なくとも１つの吸引空洞に捕捉された前記壁の一部分に縫い目を適用するための
少なくとも１つの針と、
　を備えるシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの針が、長手方向に動作可能な２つの針を含んでいる請求項１５に
記載のシステム。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの針が、らせん針を含んでいる請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの針が、少なくとも１つのローラによって駆動される湾曲針を含ん
でいる請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記湾曲針が、前記ローラの対応する歯に係合する歯を有している請求項１８に記載の
システム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの針が、少なくとも１つの引っ張りワイヤによって操作される請求
項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの針が、前記作業部の長手方向に対しておおむね横方向に向けられ
ている請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの針が、共通の吸引空洞に対して横方向に向けられた少なくとも３
つの針からなるアレイである請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記吸引空洞に捕捉された組織の一部分を切除するための少なくとも１つの切除装置を
さら備えている請求項１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、または２２に記載の
システム。
【請求項２４】
　注入液を前記空洞に捕捉された組織に送達するために、少なくとも１つの注射針を前記
吸引空洞に供給するための少なくとも１つの注射管腔をさらに備えている請求項２３に記
載のシステム。
【請求項２５】
　胃形成術を実施するためのシステムであって、
　作業部を胃の中に配置しつつ、近位端を身体の開口部から延出させて食道を経由して胃
に挿入されるように構成および配置されている細長い本体を備え、
　前記作業部が、
　組織を捕捉するための少なくとも１つの吸引空洞と、
　前記空洞に吸引力を供給するための少なくとも１つの吸引管腔と、
　注入液を前記空洞内の少なくとも１つの注射針に供給するための少なくとも１つの注入
液管腔と、
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　前記空洞に捕捉された組織の一部分を切除するための少なくとも１つの切除装置と、
　前記空洞に捕捉された組織を貫いて縫い目を配置するための少なくとも１つの針と、
　を有しているシステム。
【請求項２６】
　前記細長い本体が、前記作業部が胃の中にあるときに食道との接合部を塞ぐように構成
されている請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記作業部が、固定用管腔をさらに備える請求項２５または２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記作業部が胃の中にあるときに小腸を塞ぐために前記作業部の固定用管腔を通過して
延出するバルーン・カテーテルをさらに備える請求項２５、２６、または２７に記載のシ
ステム。
【請求項２９】
　前記針が、らせん針または湾曲針であり、少なくとも１つのローラによって駆動される
請求項２５、２６、２７、または２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記針が、湾曲針であり、少なくとも１つの引っ張りワイヤによって駆動される請求項
２５、２６、２７、または２８に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記作業部が、前記細長い本体に滑動可能に配置される請求項２５、２６、２７、２８
、または２９に記載のシステム。
【請求項３２】
　胃腸の治療を実施するためのシステムであって、
　作業部を少なくとも部分的に胃の中に配置しつつ、近位端を身体の開口部から延出させ
て食道を経由して胃に挿入されるように構成および配置されている細長い本体と、
　前記作業部の少なくとも一部分を貫いて延びる内視鏡管腔と、
　組織を捕捉するための前記作業部の少なくとも１つの吸引空洞と、
　前記捕捉された組織の部位から少なくとも粘膜層を切除するための少なくとも１つの切
除装置と、
　前記捕捉された組織の部位を貫いて縫合糸を送達するための少なくとも１つの針と、
　を備えるシステム。
【請求項３３】
　前記作業部が、注入液を前記吸引空洞の少なくとも１つの注射針に供給するための少な
くとも１つの注入液管腔を備えている請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記作業部が、少なくとも１つの固定配向管腔を含んでいる請求項３２または３３に記
載のシステム。
【請求項３５】
　前記装置が、少なくとも２つの捕捉された組織の部位を前記縫合糸によって一体に固定
してひだを形成するように食道との接合部において動作するように構成されている請求項
３２、３３、または３４に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記装置が、前記組織の部位を前記適用された縫合糸によって一体に固定して胃のサイ
ズを縮小するように構成されている請求項３２、３３、または３４に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの針が、湾曲しており、前記作業部の軸に平行でない面内で動作す
る請求項３２、３３、または３４に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記湾曲した針が、少なくとも１つのローラまたは少なくとも１つの引っ張りワイヤに
よって操作される請求項３７に記載のシステム。
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【請求項３９】
　組織に内視鏡を用いて縫合糸を適用するためのシステムであって、
　体内に挿入されるように構成され、作業部を備える細長い本体を有しており、
　前記作業部が、
　組織を捕捉するための少なくとも１つの吸引管腔および少なくとも１つの吸引空洞と、
　第１および第２の引っ張りワイヤ管腔と、
　前記第１および第２管腔内の第１および第２の引っ張りワイヤに接続され、前記第１お
よび第２の引っ張りワイヤの動作によって２つの方向に可動である針アクチュエータと、
　前記吸引空洞に捕捉された組織に縫合糸を適用するために、異なる２つの位置において
前記アクチュエータに解放可能に係合できる少なくとも１つの針と、
　を備えるシステム。
【請求項４０】
　前記針が、前記針の第１および第２の端部において前記アクチュエータに解放可能に係
合できる湾曲針である請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記針が、ボール式の戻り止め機構によって前記アクチュエータに解放可能に係合でき
る請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記針の係止用スロットに選択的に係合するための係止用バーをさらに備える請求項３
８、３９、または４０に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記針が、湾曲しており、前記針の中央部の付近に縫合糸が取り付けられている請求項
３８、３９、４０、または４１に記載のシステム。
【請求項４４】
　胃の内容積を減少させるべく胃壁を接合するための方法であって、
　（ａ）身体の開口部から延出する近位端を有している細長い本体と、幽門括約筋または
幽門括約筋の遠位側の固定装置と、前記細長い本体に動作可能に組み合わせられ、少なく
とも１つの吸引空洞を定めている少なくとも１つの作業部材とを含んでいる外科システム
を、食道経由で胃の内部にもたらすステップと、
　（ｂ）胃壁の前側の部分を前記少なくとも１つの吸引空洞で捕捉するステップと、
　（ｃ）前記捕捉した胃壁の前側の部分に縫い目を適用するステップと、
　（ｄ）胃壁の後ろ側の部分を前記少なくとも１つの吸引空洞で捕捉するステップと、
　（ｅ）前記捕捉した胃壁の後ろ側の部分に縫い目を適用するステップと、
　（ｆ）前記適用した縫い目によって胃の前壁および後壁の部分を引き合わせるステップ
と、
　を備えており、
　（ｂ）および（ｄ）の少なくとも一方の少なくとも一部において、前記細長い本体が胃
の小弯に沿って整列させられている方法。
【請求項４５】
　前記細長い本体が、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、および（ｅ）の少なくとも一部において
、胃の小弯に沿って整列させられる請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記少なくとも１つの作業部材が、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、および（ｅ）の際に、前
記細長い本体の内側に滑動可能に配置され、前記作業部材が、前記細長い本体の長さに沿
った少なくとも１つの開口を通して前記胃壁の部分を捕捉する請求項４４または４５に記
載の方法。
【請求項４７】
　前記固定装置がバルーンであり、前記細長い本体の遠位端が、前記バルーンから延出す
るカテーテルを受け入れる請求項４４、４５、または４６に記載の方法。
【請求項４８】
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　前記細長い本体を小弯に向かって付勢するために、前記カテーテルに張力を加えるステ
ップをさらに備えている請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記細長い本体が胃の近位部を塞ぎ、前記バルーンが胃の遠位部を塞ぎ、前記方法が、
胃を膨張または収縮させるべく胃の中の気圧を調節するステップをさらに備えている請求
項４７に記載の方法。
【請求項５０】
　胃の前壁と後壁を接合すべく複数の第１の縫い目を対応する複数の第２の縫い目に引き
寄せることで、胃の中に改変による管腔が形成され、
　当前記方法が、
　手術部位の目視検査の際に前記改変による管腔の遠位部を塞ぐために、前記バルーンを
使用するステップをさらに備えている請求項４７に記載の方法。
【請求項５１】
　前記捕捉した壁の部分を一体に接合する前に、前記捕捉した壁の部分の少なくとも一部
分を切除するステップをさらに備えている請求項１に記載の方法。
【請求項５２】
　前記切除が、少なくとも粘膜層の切除である請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記切除に先立って注入液が注射される請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　組織を捕捉するための少なくとも１つの吸引空洞と、前記空洞に吸引力を供給するため
の少なくとも１つの吸引管腔と、位置決め装置を受け入れるための位置決め管腔と、前記
空洞に捕捉された組織を貫いて縫い目を配置するための少なくとも１つの針とを備える作
業部を患者の体内に配置しつつ、近位端を患者から延出させて患者に挿入されるように構
成および配置されている細長い本体、および
　前記位置決め管腔内のバルーン・カテーテル
　を有している外科システム。
【請求項５５】
　前記バルーン・カテーテルの近位端が、自動閉鎖バルブを有している請求項５４に記載
の外科システム。
【請求項５６】
　前記バルーン・カテーテルの近位端が、前記バルーンが患者の体内で膨張させられたと
きに前記作業部を前記バルーン・カテーテルを覆うようにして挿入できるように構成され
ている請求項５４または５５に記載の外科システム。
【請求項５７】
　前記作業部が、前記空洞に捕捉された組織の一部分を切除するための少なくとも１つの
切除装置をさらに有している請求項５４、５５、または５６に記載の外科システム。
【請求項５８】
　前記作業部が、注入液を前記吸引空洞に捕捉された組織に送達するための注入液管腔を
さらに有している請求項５４、５５、５６、または５７に記載の外科システム。
【請求項５９】
　前記注入液管腔が、前記吸引空洞内の注射針に注入液を送達する請求項５８に記載の外
科システム。
【請求項６０】
　前記少なくとも１つの針が湾曲している請求項５４、５５、５６、５７、５８、または
５９に記載の外科システム。
【請求項６１】
　前記少なくとも１つの針が、湾曲針のアレイである請求項６０に記載の外科システム。
【請求項６２】
　前記作業部が、前記少なくとも１つの針を駆動するためのローラを含んでいる請求項６
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０または６１に記載の外科システム。
【請求項６３】
　２つのローラが設けられている請求項６２に記載の外科システム。
【請求項６４】
　前記作業部が、前記少なくとも１つの針を駆動するための少なくとも１つの引っ張りワ
イヤを含んでいる請求項６０または６１に記載の外科システム。
【請求項６５】
　２つの引っ張りワイヤが設けられている請求項６４に記載の外科システム。
【請求項６６】
　前記本体が、内視鏡管腔をさらに備える請求項５４、５５、５６、５７、５８、５９、
６０、６１、６２、６３、６４、または６５に記載の外科システム。
【請求項６７】
　前記内視鏡管腔が、少なくとも部分的に前記作業部にある請求項６６に記載の外科シス
テム。
【請求項６８】
　作業部を患者の体内に配置しつつ、近位端を患者から延出させて患者に挿入されるよう
に構成および配置されている細長い本体を備え、
　前記作業部が、
　組織を捕捉するための少なくとも１つの横配置の吸引空洞と、
　前記空洞に吸引力を供給するための少なくとも１つの吸引管腔と、
　前記空洞に捕捉された組織を貫いて縫い目を配置するための少なくとも１つの湾曲針と
、
　前記針を駆動するための手段を収容するための少なくとも２つの管腔と、
　を有している外科システム。
【請求項６９】
　前記針を駆動するための手段が、ローラおよび引っ張りワイヤから選択されている請求
項６８に記載の外科システム。
【請求項７０】
　前記作業部が、着脱可能な位置決め装置を収容するための位置決め管腔をさらに備える
請求項６８または６９に記載の外科システム。
【請求項７１】
　前記細長い本体が、内視鏡管腔をさらに備える請求項６８、６９、または７０に記載の
外科システム。
【請求項７２】
　前記作業部が、注入液を前記吸引空洞に捕捉された組織に送達するための注入液管腔を
さらに有している請求項６８、６９、７０、または７１に記載の外科システム。
【請求項７３】
　前記作業部が、前記空洞に捕捉された組織の一部分を切除するための少なくとも１つの
切除装置をさらに有している請求項６８、６９、７０、７１、または７２に記載の外科シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［関連出願のデータ］
　本出願は、２００５年７月１３日付の米国特許仮出願第６０／６９８，７４８号、２０
０５年１２月６日付の米国特許仮出願第６０／７４２，８２６号、および２００６年１月
１０日付の米国特許仮出願第６０／７５７，６９４号の利益を主張している２００６年７
月１３日付の米国特許第１１／４５７，４４２号の部分係属である。
【０００２】
［背景］
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　本発明は、広くには、肥満治療手術などといった胃腸の治療に関する。さらに詳しくは
、本発明は、これに限られるわけではないが、例えばヒトの肥満の治療に関連して胃のサ
イズを小さくするために、胃または食道の粘膜を切除し、さらには／あるいは胃および食
道の一部分を一体に固定するための外科装置および手技に関する。
【０００３】
　胃縮小手術が、胃のサイズを小さくすることによって患者の食物の摂取を制限するため
に、従来から実施されている。目的は、胃の受け入れ容量を制限して、深刻な肥満の患者
において体重の減少を促すことにある。胃の一部を締め付けるために装置が使用される腹
腔鏡バンディング（ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉｃ　ｂａｎｄｉｎｇ）、垂直バンド胃形成術
（ｖｅｒｔｉｃａｌ　ｂａｎｄｅｄ　ｇａｓｔｒｏｐｌａｓｔｙ：ＶＢＧ）、または胃の
体積の恒久的な縮小を達成するルー・ワイ胃バイパス術（Ｒｏｕｘ‐ｅｎ‐Ｙ　Ｇａｓｔ
ｒｉｃ　Ｂｙｐａｓｓ）など、さまざまな外科的手技が開発されている。胃の縮小を最小
限の侵襲の様相にて達成するために使用することができる外科器具および手技を開発する
ことが望まれる。本発明は、広くには、このニーズへの対処に向けられているが、本発明
の態様は、例えばバレット食道（Ｂａｒｒｅｔｔ’ｓ　ｅｓｏｐｈａｇｕｓ）の診断また
は治療ならびに逆流性食道炎（ＧＥＲＤ）の治療など、他の内視鏡手術においても有用に
適用可能である。
【０００４】
［概要］
　胃形成術およびその他の医療処置のための新規な手法を開発した。好ましい形態におい
て、この手法は、外部の外科的切開を必要とすることなく胃のサイズの縮小を達成するた
めに使用可能である。この手法の実施に有用な外科システムは、単一の装置または協働す
る装置の組み合わせであってよく、経口にて患者の胃に挿入されるように構成された主た
る細長い本体を備えている。この本体は、患者の胃への挿入を容易にするために、滑らか
な外表面を有しており、好ましくは、一般的な拡張器またはブジーに類似した形状を有し
ている。患者の胃に管腔を形成するために使用されるとき、装置の外径を、形成しようと
する胃管腔のサイズに基づいて選択することができ、より大きな直径の胃管腔を形成する
ためには、より大きな直径の装置が使用される。あるいは、装置を胃に挿入した後に所望
の部位の有効外径を拡大できるように、装置の長さに沿って離間バルーンを設けてもよい
。
【０００５】
　装置は、遠位固定部を有することができ、さらに少なくとも１つの縫合部を、本体の長
さにおいて固定部の近位側に設けることができる。使用時、細長い本体を、遠位部を装置
の固定に使用しつつ、胃の小弯に沿って位置させることができる。装置を固定する目的の
１つは、胃の前壁および後壁に縫合糸を取り付けるべく使用されるときの縫合部について
、確実な位置決めを提供することにある。また、遠位部の固定は、例えば装置に所定の形
状または配向をとらせるために、胃の中にあるときの装置の形状の変更を容易にする。装
置を確実に固定した状態で、胃壁に縫合糸を対向するように取り付け、次いで引き合わせ
ることによって、胃の前壁と後壁を付着させ、胃の内部にパーティションまたは管腔が形
成される。ある一定の胃形成術の手法では、装置の固定を省略することができ、食道また
は食道接合部の手術（例えば、バレット食道の治療または逆流性食道炎（ＧＥＲＤ）の治
療のための組織ひだの形成）においては、必要であれば別の位置で固定を行うことができ
る。
【０００６】
　一形態においては、固定が、少なくとも一部は、遠位部を幽門括約筋を通過して十二指
腸の最初の部位に位置させることによって達成される。別の形態においては、装置の遠位
部が、それぞれ自体が患者の消化管内に留置または固定されるのではなく、患者の消化管
内に留置または固定される別個の装置に係合させられる。バルーン・カテーテルの遠位端
の別個の固定バルーンを、この目的のために使用することができる。別個の固定バルーン
を、そのカテーテルを胃に入って食道から出るように近位方向に延出させつつ、所定の位
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置にあらかじめ挿入（例えば、内視鏡の作業チャネルを経由して）することができる。固
定バルーンを所定の位置に挿入し、膨張させ、次いで挿入用の内視鏡を取り除いた後に、
装置の遠位端をカテーテルの遠位端を覆うように挿入し、胃の中の位置までガイドするこ
とができる。カテーテルが装置の管腔に位置している状態で、カテーテルへの張力の印加
を、装置を所望の配向または位置に付勢する（例えば、小弯に押し付ける）ために利用す
ることができる。代替または追加的には、装置を、カテーテルにクランプでき、あるいは
他の方法で解放可能にカテーテルに添わせることができる。
【０００７】
　固定用のバルーンは、送入時の装置のガイドおよび／または縫合糸を適用するときの装
置の固定に使用されるが、代替または追加的には、胃管腔の形成の最中または後に、漏れ
を検査するためにも使用することができる。漏れの検査に使用される場合、バルーンが検
査対象の管腔の遠位端を塞ぐように配置（または、配置変更）される。バルーンで遠位端
を塞いだ状態で、検査用の流体（メチレンブルーなど）を管腔に注入することができ、漏
れの存在を、例えば内視鏡で視覚化させて検査することができる。
【０００８】
　バルーン・カテーテルを、内視鏡の作業チャネルをぴったりと通り抜けることができる
ように寸法付ける（例えば、５ｍｍ）ことができ、バルーン・カテーテルの遠位端は、好
ましくは、器具（例えば、挿入に使用される内視鏡およびキーパ）の挿入および取り出し
を容易にするように構成される。これを達成するため、バルブおよび操作機構を、装置の
挿入および取り外しに対応すべく遠位端の有効径を例えば５ｍｍ未満に減らすために取り
除くことができるよう、遠位端に着脱可能に接続することができる。一形態においては、
遠位端に、自動閉鎖バルブが設けられる。自動閉鎖バルブを、流体注入装置がバルブに接
続されたときにバルーンとの流通を確立し、注入装置がバルブから切り離されたときにバ
ルーンとの流通を断つ（例えば、外部から流体の圧力が加えられていなくてもバルーンを
膨張した状態に保つ）ように、構成することができる。適切な自動閉鎖バルブとして、中
空針の通過を可能にし、針が取り除かれたときに閉じる可変材料が挙げられる。
【０００９】
　典型的な構成においては、縫合部が、少なくとも１つの縫い目、好ましくは一連の縫い
目を受け取るために適した組織のひだを捕捉するように構成された横配置の吸引空洞を備
えている、また、縫合部は、吸引空洞に捕捉された組織の少なくとも１つのひだを貫いて
縫い目を配置すべく動作できる針などの穿刺部材を備えているが、好ましくは、縫合部は
、一連の位置に複数の縫い目を配置することが可能である。
【００１０】
　胃形成術においては、外科システムの一般的な目的は、胃の前壁と後壁に沿って縫い目
を所望のパターンで配置するために、内視鏡的なアクセスを提供することにある。典型的
な手術では、縫い目のパターンは胃の前壁と後壁に沿った対向する位置に縫い目が位置す
るようなパターンであって、縫い目の部位の組織が対向する縫い目の部位の組織に引き合
わせられたときに、おおむね幽門の付近から食道へと延出する継ぎ目が胃の中に形成され
るようなパターンである。典型的な用途においては、縫い目が、胃の前壁および後壁に沿
った経路に合わせて配置され、装置の長手軸が経路の大まかな配向をもたらしている。
【００１１】
　縫い目を装置の長手軸におおむね一致する経路に沿って位置させるべく、縫合部を食道
により近く位置させ、あるいは食道からより遠く位置させるために、遠位固定部を引っ込
め、再配置することができる。必要とされるそのような再配置の回数を少なくし、したが
って手術をさらに速くするために、縫合部を、（装置全体の近位方向または遠位方向への
位置変更を必要とせずに）装置の長手軸に沿った複数の位置に縫い目を適用すべく動作で
きるように構成することができる。この方法で、遠位部を単一の位置に固定した状態で、
装置の長手軸に沿って一連の縫い目を配置することができる。これは、装置の長さに沿っ
た異なる位置に複数の縫合部を設けることによって達成でき、さらに／あるいは縫合部の
少なくとも一部分を固定部に対して平行移動可能であるように構成する（例えば、細長い
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本体の管腔内に滑動可能に配置する）ことによって達成できる。一実施例においては、縫
合部の少なくとも一部分が、細長い本体をその場に残しつつ患者から完全に、または途中
まで引き戻すことができるように構成され、手術の際の縫合糸の迅速な調節、結束、およ
び再装填を促進する。
【００１２】
　好ましい形態において、外科器具は、所定の位置へと（例えば、固定バルーン上のカテ
ーテルを介して胃の中に）ガイドされる外側の細長い本体（すなわち、キーパ）を備えて
いる。キーパは、患者の胃に配置された窓部分につながる１つ以上の作業管腔を備えてい
る。窓部分が、特定の手術において必要とされる各要素のために、胃壁へのアクセスを提
供している。手術の目的が、内視鏡による視覚化のもとで組織の切除を実施すること（バ
レット食道の診断または治療などにおいて利用されうる）にある場合、組織の捕捉および
切除を行う装置（後述）のみを、例えば後の生検のための食道組織を得るために作業管腔
を通って窓へともたらせばよい。胃形成術、および逆流性食道炎（ＧＥＲＤ）の治療のた
めの組織のひだの形成においては、典型的には、組織の捕捉および切除を行う装置ならび
に縫合糸の駆動の機構の両者が、使用されると考えられる。これらの要素を、一体に用意
しても、別個に用意してもよい。
【００１３】
　胃形成術用の一設計においては、キーパが、主たる細長い本体を有しており、作業用の
構成部品が、１対の細長い吸引空洞を横並びの構成で有するように構成されており、それ
ぞれの空洞に、それぞれ胃の前壁および後壁からの組織の線が捕捉される。次いで、縫合
糸が捕捉された組織の線の間に適用され、ひとたび組織が吸引空洞から解放された場合は
、縫合糸を強く引いて、胃の前壁と後壁とを引き合わせることができる。装置を通るらせ
ん形またはコルク栓抜き状の経路（らせんの軸は、装置の長手軸におおむね一致）に従う
湾曲した針を、縫合糸を捕捉された組織の線の間に適用するために使用することができる
。１つ以上のローラを、らせん／コルク栓抜きの経路に沿って針を駆動するために使用す
ることができ、針および／またはローラは、両者の間の係合を向上させるための歯を有す
ることができる。
【００１４】
　胃形成術のための別の設計では、キーパが、主たる細長い本体を有しており、作業用の
構成部品が、胃の１つの壁から（例えば、前側または後ろ側の壁）から組織の線を捕捉す
るための細長い吸引空洞を有している。一連の湾曲針が、捕捉された組織に縫合糸を適用
するために使用され、組織が解放され、次いでこのプロセスが、胃の他方の壁において繰
り返される。それぞれの段階において適用される縫合糸の自由端を、体の外で（例えば、
番号を付したプラスチック板で）管理し、（例えば、結び目、または自由端から滑り込ま
される結節部材によって）適切なもの同士を固定することで、前壁と後壁とを付着させる
ことができる。針を、装置の長手軸におおむね直交するように動作させることができ、ロ
ーラ（例えば、ローラおよび針が歯を備えている）または引っ張りワイヤによって駆動さ
れるシャトルなどによって、種々さまざまな方法で動作させることができる。本明細書に
記載される針の駆動のための新規な手技を、施術者の手から離れた位置において針を精密
に操作することが望まれる他の種類の最小限の侵襲の外科的状況（例えば、内視鏡または
腹腔鏡手術）において、好都合に利用することができる。
【００１５】
　配置および配向のための補助として、細長い本体またはキーパを、１つ以上の配向ワイ
ヤまたは形状記憶ロッドを１つ以上の配向ワイヤ管腔に受け入れるように構成することが
できる。これらの配向ワイヤを、細長い本体について所望の曲率または配置を設定する（
例えば、胃の小弯に当接させて配置する）ために使用することができる。代替または追加
的には、配向ワイヤを、例えば縫合部を小弯の近くに位置させるために、縫合部に湾曲し
た配向をもたらすために使用することができる。配向ワイヤによって回転の配向を達成す
るための機構は、それぞれが本体の中心線からずらされている２つの配向ワイヤ管腔をも
たらすことに拠ってよい。第１の配向ワイヤ管腔に配向ワイヤを配置することを、縫合糸
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を前側に配置すべく装置を小弯に沿って撓ませる／曲げるために利用することができ、第
２を、縫合糸を後ろ側に配置すべく装置を撓ませる／曲げるために利用することができる
。
【００１６】
　胃の前壁と後壁とを（継ぎ目を形成するために）引き合わせる前に、接合されるべき組
織の部位を、付着が促進されるように準備することが望ましい。そのような組織の準備の
一方法は、接合されるべき組織表面の一方または両方を焼灼し、あるいは擦ることである
。外科システムを、この目的のために使用される別途の焼灼または擦過装置を備えて構成
し、あるいは焼灼または擦過面を、縫合部の吸引空洞の付近および／または内部に設け、
縫合に関連して組織を焼灼し、あるいは擦ることができる。そのような焼灼または擦過の
手技が、ＧＥＲＤの治療の文脈において米国特許出願公開第２００４／００３４３７１号
に記載されており、これらの手技を、本発明の手順において有益に使用することができる
。
【００１７】
　さらに、接合されるべき組織を付着を促進すべく準備するための別の手技を開発した。
この手技は、胃壁の粘膜下層を露出させるための組織の除去（例えば、組織の薄い層の切
除または薄切り）に基づいており、この手法は、米国特許出願公開第２００４／００３４
３７１号に記載の粘膜の焼灼または擦過での既存の組織の単なる修正よりも、優れている
と考えられる。さらに具体的には、胃の粘膜下層を露出させ、露出させた粘膜下層の領域
を接触させることで、胃の組織が一緒に治癒し、従来から手法の欠点のいくつかが存在し
ない確実な結合を形成すると考えられる。
【００１８】
　粘膜下層を露出させる望ましい方法は、刃、ナイフ、ワイヤ、ループ、または高周波ス
ネアなど、吸引空洞（縫合部の吸引空洞など）に捕捉された組織を薄切りするように動作
できる切除手段による方法である。切除に先立ち、捕捉されている組織に、アドレナリン
生理食塩水などの準備の物質を、注射針によって注射することができる。組織を適切な厚
さで確実に切除する上で補助となるよう、注射針および／または縫合針（存在する場合）
を、捕捉されている組織の固定に利用することが可能である。
【００１９】
　胃の前壁と後壁とを接合するために、幅広くさまざまな縫合機構および縫合パターンを
使用することができるが、縫合パターンは、好ましくは、準備された組織の個々の部位を
近付けようとするよりもむしろ、接合されるべく準備された組織の部位を押し合わせるよ
うに選択される。例えば、付近に準備された部位を有している組織の４つのひだ（対向す
る２つの組）を、数字の８に類似する縫合パターンで接合することができる。
【００２０】
［例示的実施形態の説明］
　本発明の原理の理解を容易にする目的で、以下で図面に示したいくつかの実施形態を参
照するが、それらを説明するために特定の用語が使用される。しかしながら、それらが本
発明の範囲を限定しようと意図するものではないことを、理解できるであろう。本明細書
に記載の実施形態におけるあらゆる変形およびさらなる変更、ならびに本明細書に記載さ
れる本発明の原理のさらなる応用は、本発明に係る分野の当業者が通常に想到するところ
であると考えられる。
【００２１】
　胃形成術および他の医療処置への新規な手法を開発した。この全体的な手法を、種々の
器具および装置を参照して本明細書において説明するが、そのような器具および装置のい
くつかは、この手法を、食道経由での胃壁の内側からの胃の縮小の実施において実現する
ために特に開発されている。本明細書に記載される装置のいくつかは、この手法に特に適
合しているが、市販の装置およびこの技術分野において公知の他の装置を、本明細書に記
載される本発明のプロセスの実現において役立つように構成および使用することが可能で
ある。しかしながら、この手術に特に適合した装置を用意して使用することで、この手術
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の成功裏な実現が容易にされる。また、以下の開示から認識および理解される通り、この
手法の実現のために開発された器具および装置を、他の医療処置の実施において役立つよ
うに使用することも可能である。すなわち、それらの新規な器具および装置を、本明細書
において胃の縮小に関して説明される用途に限定されると解釈してはならない。例えば、
本明細書に記載の縫合装置を、ＧＥＲＤの治療のための組織のひだの形成に使用すること
ができる。同様に、本明細書に記載の針駆動機構を、針の遠隔操作が必要とされる他の用
途に使用することもできる。
【００２２】
　組織の捕捉および固定のための装置および手技、ならびにそれらの使用方法を説明する
。一般に、本明細書に記載される胃形成技術および装置は、胃または消化管の他の部位な
ど、中空の体器官の内部にパーティションを形成するために利用可能である。胃形成装置
を、胃の内部に胃管腔を形成するためにさまざまな方法によって前進させることができ、
すなわち経食道（経口または経鼻）および／または内視鏡を用いて前進させることができ
る。さらに、胃形成装置を、装置の適切な動作を保証するために、腹腔鏡または内視鏡に
よる視覚化を使用して補助することができる。
【００２３】
　本明細書に記載の胃形成手技および装置によれば、完全に胃の空洞の中で行われる最小
限の侵襲の処置によって、より小さな胃管腔を形成することができる。これは、患者の入
院の時間を効果的に短縮し、患者をより速やかに仕事または平常の活動に復帰させること
ができる。さらに、腹部の切開が不要になることで、大量の脂肪層を切除して最終的に元
に戻さなければならないことに起因する面倒な問題が、回避される。
【００２４】
　次に図面に目を向けると、図１が、経口胃形成術において有用な装置の１つの例示的な
実施形態の側面図を示している。装置２１が、大まかには、制御アセンブリ２６を近位端
２２に接続して有している細長くて柔軟な管状部材２４で構成されている。制御アセンブ
リ２６が、部材２３の遠位作業部２４の装置の動作を制御するためのいくつかの構造を備
えて示されている。制御アセンブリ２６は、視覚化すべく内視鏡（図示されていない）を
挿入するための内視鏡入口ポート２８を備えることができる。さらに、制御アセンブリ２
６は、真空源（図示されていない）を接続するための真空接続部２９を備えることができ
る。細長い部材２４は、好ましくは、体への挿入の際に組織を傷つけることがない表面を
生み出すために、円形または楕円形の断面積を有している。
【００２５】
　部材２３の遠位部２４は、医師が装置２１を患者の消化管に前もって挿入されているガ
イドワイヤ上に配置できるよう、ガイドワイヤ出口３０およびガイドワイヤ入口３１を備
えている。縫合部２７Ａおよび２７Ｂが、装置２１が適切に配置されときに傍らに位置す
る組織を捕捉して固定するため、部材２３に沿って設けられている。装置２１は、外科処
置の視覚化をもたらすために、装置２１が中空器官の内部に配置されたときに医師が内視
鏡を装置２１の外に位置させることができるよう、内視鏡出口ポート２５をさらに備えて
いる。
【００２６】
　図２は、縫合部２７Ａの詳細を概略的に示している。縫合部２７Ｂが部位２７Ａと同様
であり、相違が装置上でのそれらの相対的な位置にあることを、理解できるであろう。吸
引チャンバ４０は、装置２１の細長い部材２３に埋め込まれている。焼灼面４１が、吸引
チャンバ４０内で真空ポート４５Ａの各側に配置されている。焼灼面４１は、電線（図示
されていない）に接続された加熱素子であり、真空配管４５によってもたらされた真空に
よってチャンバ４０内に吸引された組織の外側層に、わずかな傷を生じさせるために使用
される。
【００２７】
　さらに、チャンバ４０に隣接し、チャンバ４０の両側において長手方向に整列して、針
管腔４２および取り込みチャンバ４３が備えられている。針管腔４２は、針押し込み棒４
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６に取り付けられた針頭部４４を収容しており、針押し込み棒４６は、針頭部４４の先端
が吸引チャンバ４０の近位側の壁に整列するように、長手方向に向けられている。場合に
より、装置２１の挿入および細長い部材２３の関節運動の際に針頭部４４が所定の位置に
とどまっているように保証するため、針頭部４４と押し込み棒４６との間に接着面が存在
してもよい。針頭部４４に、縫合糸４７が取り付けられている。縫合糸４７は、２‐０ま
たは０の単繊維縫合糸であってよく、あるいは蚕糸またはポリプロピレンなどの他の適切
な縫合材料（例えば、オハイオ州ＣｉｎｃｉｎｎａｔｉのＥｔｈｉｃｏｎ社によって市販
されているＰＲＯＬＥＮＥ縫合糸）であってよい。縫合糸４７は、押し込み棒４６の長手
方向のガイド溝４８に位置することができる。
【００２８】
　図３を参照すると、縫合部２７Ａが、組織の捕捉のための側方配置の吸引チャンバ４０
を備えている。真空配管４５が、ポート２９を介して外部の真空源に接続され、組織５１
のひだ５２を吸引チャンバ４０に吸い込むための充分な吸引力を加える。ひとたび組織の
ひだが捕捉されると、焼灼面４１が作動して組織を焼灼し、ひだ５２上に組織の焼灼域５
３を形成する。これらの焼灼域５３が、後の組織の付着を促進するように設計されている
。組織の付着を促進するためのこの手法は、本発明の発明者の名前が共同発明者として挙
げられており、ここでの参照によって本明細書の開示に矛盾しない範囲で組み込まれる「
Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｐｒｏｍｏｔｉｎｇ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ａｄｈｅｓｉｏｎ」という名
称の米国特許出願第１０／２７５，５２１号（米国特許出願公開第２００４／００３４３
７１号）にて、ＧＥＲＤの外科的治療の文脈において説明されている手技と同様である。
【００２９】
　図４を参照すると、組織５１のひだ５２を吸引力によってチャンバ４０内の所定の位置
に保持した状態で、押し込み棒４６が、針４４を、吸引チャンバ４０および収容されてい
る組織のひだ５２を貫いて取り込みチャンバ４３に長手方向に突き出す。このとき、取り
込みチャンバ４３内の捕捉材料４９が、針頭部４４ならびに取り付けられている縫合糸４
７を、チャンバ４０の反対側に保持する。
【００３０】
　次いで図５を参照すると、次に、押し込み棒４６が、組織のひだ５２から引き抜かれ、
針チャンバ４２に引き戻される。結果として、縫合糸４７が組織のひだ５２を通過してい
る。次いで、装置２１の全体を患者から取り出すことができ、医師は、針頭部４４を取り
込み材料４９から取り外すことによって、縫合糸４７の遠位端を取得することができる。
処置の全体にわたって縫合糸４７の近位端に対する制御を維持しつつ、今や医師は、胃の
内壁に取り付けられた縫合糸の両端を手にすることになる。
【００３１】
　図６は、細長い部材２３の断面図を示している。細長い部材２３は、真空接続部２９に
流通可能につながった真空配管４５を備えている。さらに、細長い部材２３は、内視鏡チ
ャネル５４、ガイドワイヤ・チャネル５５、および配向ワイヤ管腔５６を備えている。内
視鏡チャネル５４は、内視鏡入口ポート２８から内視鏡出口ポート２５まで細長い部材２
３を貫いて延出している。ガイドワイヤ・チャネル５４は、ガイドワイヤ入口３０から細
長い部材２３の最も遠位端に位置するガイドワイヤ出口３１まで延出している。また、図
示の通り、吸引チャンバ４０Ａおよび４０Ｂが、細長い部材２３に埋め込まれており、針
チャンバ４２および取り込みチャンバ４３が、チャンバ４０の両側に長手方向に整列して
配置されている。
【００３２】
　次に図７を参照すると、縫合部の別の構成が示されている。縫合部１２７が、横配置の
吸引空洞１３０を備えており、組織のひだ（図示されていない）を捕捉するべく真空配管
１４５を介して空洞１３０に真空を加えることができるよう、吸引空洞１３０の閉鎖端部
にいくつかの吸引ポート１４５が設けられている。空洞の開放端から閉鎖端部への順番で
、縫合針管腔１４０、切除装置管腔１５０、および注射針管腔１６０がそれぞれ、これら
の個々の器具（その動作については後述）のために空洞へのアクセスを可能にしている。
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図８は、各管腔の互いの配向を示す縫合部の断面図であるが、各管腔の器具は省略されて
いることを、理解すべきである。
【００３３】
　縫合針管腔１４０は、穿刺装置１４４のためにアクセスを可能にしており、穿刺装置１
４４が、捕捉されている組織を貫いて押し込み棒１４６によって押し出される。穿刺装置
１４４は、縫合糸１４７を保持しており、空洞１３０の遠位側の収容チャンバ１８０に収
容される。斜めのガイド面１９０が、収容チャンバ１８０への入口に設けられている。こ
れらの面１９０は、ひとたび穿刺装置１４４が捕捉されている組織を通過した場合は、穿
刺装置１４４をチャンバ１８０にガイドすべく先細りである。
【００３４】
　収容チャンバ１８０は、医師によって解放されるまで穿刺装置（および／または縫合糸
１４７）を保持するように構成されている。図示の通り、収容チャンバ１８０は、比較的
しっかりとしているが穿刺可能である材料（皮革など）からなる平行断片１８２および１
８４を、柔軟な充填材料１８１（ポリマー、発泡体、またはゴム、など）中に保持して有
するように構成されている。動作時、穿刺装置１４４の先端が、断片１８２および１８４
の一方または両方を貫き、チャンバ１８０内に捕捉される。収容チャンバ１８０は、所定
の位置にはめ込むことが可能であり、場合により、チャンバ１８０を捕捉された穿刺装置
１４４と一緒に取り外す上で役立つよう、解放機構（図示されていない）を設けることが
できる。
【００３５】
　吸引空洞内に捕捉された組織に縫合糸を通すために、他の機構を採用することも可能で
ある。例えば、米国特許出願第１０／２７５，５２１号（米国特許出願公開第２００４／
００３４３７１号）、「Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｌｉｇａｔｉｎｇ／Ｓｕｔｕｒｉ
ｎｇ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｔｉｓｓｕｅｓ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｒｅｓｅｃｔｉ
ｎｇ／　Ｓｕｔｕｒｉｎｇ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｔｉｓｓｕｅｓ」という名称の米国特許出願
第１０／４３０，０７１号（米国特許出願公開第２００３／０２３６５３５号）、米国特
許出願第１０／６５８，１３５号（米国特許出願公開第２００４／０１５８１２５号）、
米国特許出願第１１／０８５，７０３号（米国特許出願公開第２００５／０１６５４１９
号）、およびＳｗａｉｎの米国特許５，７９２，１５３号が、内視鏡の構成において捕捉
された組織を長手方向に貫いて糸を通すべく動作できる機構を説明しており、これらの装
置を、本明細書に記載の処置における使用に適合させることが可能である。あるいは、縫
合部を、例えばＳｏｌａｒらの米国特許第５，９４７，９８３号に記載されているように
、装置の軸に対して半径方向または外周方向に縫合糸を適用するように構成することが可
能である。
【００３６】
　切除装置管腔１５０は、吸引空洞１３０に捕捉された組織（図示されていない）から薄
い層を切り出すための切除装置１５２に、アクセスを提供する。図示の通り、切除装置１
５２は、空洞１３０の外周を巡って配置されたワイヤ・ループ１５４を備えており、吸引
空洞に捕捉された組織のひだが、ループ１５４を通過する。場合により、ループ１５４を
、空洞１３０の壁１３１の保持用の陥凹（図示されていない）に収容することができる。
切除装置１５２は、捕捉された組織がループの内側にあるときに、ループ１５４を組織を
貫いて近位方向に引くために使用され、これが組織の薄切りまたは切除の効果を有してい
る。ワイヤ・ループ１５４は、組織の切除を容易にするために高周波または電流を使用す
ることができる。あるいは、切除装置を、真っ直ぐなワイヤ、刃、またはチャンバ内に捕
捉された組織の一部分の切除に適した他の切除手段として構成することができる。
【００３７】
　一実施例において、切除装置の目的は、接合されるべき組織の部位から粘膜を除去し、
下方に位置する粘膜下層を露出させることにある。図９を参照すると、通常は、ヒトの胃
の組織には４つの異なる組織層が存在すると考えられる。それらの層は、内側に面する層
から出発し、粘膜、粘膜下層、固有筋層、および漿膜と称される。胃の組織の薄い粘膜層
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を除去して下方の粘膜下層を露出させることで、他の胃の組織（特に、粘膜下層が露出さ
れてなる他の胃の組織）との付着を促進する組織の部位がもたらされると考えられる。し
たがって、切除装置を、粘膜の一部を除去して下方の粘膜下層を露出させるが、他の組織
は手つかずに残す組織の薄切りを行うように構成することができる。
【００３８】
　図１０は、吸引空洞に捕捉された組織のひだを切除するための適切な切除線１００を示
しており、図１１は、図１０の線１００に沿った切除から得られ、粘膜下層が露出されて
いる結果としての切除域１５３を、組織が空洞から解放された後について示している。粘
膜と粘膜下層との間の境界が一様でなく、組織への注射が典型的には組織の膨潤（すなわ
ち、浮腫）を引き起こすが、切除装置を、捕捉された／注射された組織の約３～４ｍｍを
切除するように空洞の深さに対して配向させることが、多くの患者にとって適切であると
考えられる。粘膜下層へと入る切除が特に好都合であると考えられるが、必ずしもすべて
の状況においてそのようである必要はなく、粘膜の厚さの全体に満たない切除も使用可能
である。
【００３９】
　再び図７に戻ると、注射針管腔１６０が、空洞１３０に捕捉された組織に注射を行うた
めの注射針１６２のためのアクセスを可能にしている。注射針１６２の１つの用途は、捕
捉された組織を上述の切除装置１５２での切除に先立って膨潤させる物質を注射すること
にある。生理食塩水を有するアドレナリンまたは他の治療剤（出血を最小限に留め、ある
いは感染の機会を少なくするように設計された物質など）を、注射することが可能である
。
【００４０】
　注射針１６２のさらなる用途は、切除の際に、捕捉されている組織の固定を補助するこ
とにある。この固定を補助するために、場合により、陥凹１６２を、注射針１６２を収容
すべく針チャネル１６０の反対側の空洞１３０の遠位側に設けることができる。使用時、
注射針１６２を、捕捉されている組織を貫いて陥凹１６２に押し込むことができ、この位
置において、捕捉されている組織を所定の位置に保持する上で補助となるように機能する
ことができる。代替または追加的には、縫合針１４７および／または配管１４５を介して
もたらされる真空を、組織の切除の際に固定させるために使用することができる。
【００４１】
　次に、図１２および１３を参照すると、装置２１が、患者の胃６０の内部にパーティシ
ョン８０を形成すべく前側の壁および後ろ側の壁を接合する縫い目８６を形成するために
、好ましく使用されている。パーティション８０は、好ましくは、食道の付近の上部８１
において約２．５ｃｍの直径を有するように寸法付けられている。幽門の付近の下部８２
は、好ましくは、幅が約１ｃｍの直径へと先細りにされている。胃の前壁と後壁と（その
後に引き合わせられる）における縫合糸の位置が、パーティションの最終的な直径を決定
することを、理解すべきである。さらに詳しく後述されるように、細長い本体を（例えば
小弯に当接させて）おおむね胃の中心線に位置させた状態で、縫合部の角度方向の向きを
、縫合糸の所望の相対位置を確立するように設定することができる。
【００４２】
　図１２を参照すると、パーティション８０を形成するための手順は、ガイドワイヤ６３
を、幽門括約筋６４の下方に位置するまで、経口にて患者の消化管を通って挿入すること
によって始められる。次いで、ガイドワイヤ６３が、装置２１の部材２３の丸い遠位部の
ガイドワイヤ入口３１に挿入される。ガイドワイヤ６３は、ガイドワイヤ・チャネル５５
を通過し、ガイドワイヤ出口３０を通って出る。あるいは、ガイドワイヤ出口３０が、ガ
イドワイヤ・チャネル５５が細長い本体２３をより長く貫いて延びるよう、装置２１の近
位端２２に位置してもよい。次いで、装置２１が、細長い部材２３の遠位端が幽門括約筋
６４を通って押し出されるまで、患者の消化管を通って進められる。ひとたび通過すると
、幽門括約筋６４が、装置２１のための摩擦アンカとして機能する。さらに詳しく後述さ
れるように、遠位部２３に、場合により、引き込み可能なとげ、膨張可能なバルーン、ま



(16) JP 2013-154187 A 2013.8.15

10

20

30

40

50

たは外部の磁石と協働する磁石など、固定を補助するための手段を備えることができる。
【００４３】
　ひとたび装置２１が患者の胃６０の内部に位置すると、細長い部材２３が、配向ワイヤ
７０を配向ワイヤ管腔５６に挿入することによって、患者の胃６０の小弯８３に当接する
ように向けられる。配向ワイヤ７０は、装置を小弯８３に一致させることができるように
充分に剛である（あるいは、充分な剛性を有するように制御可能である）。配向ワイヤ７
０を、形状記憶材料、または湾曲材料、あるいは細長い本体に配向させるために充分な任
意の他の材料で構成することができる。形状および配向を設定すべく配向ワイヤ７０を所
定の位置に残すことで、配向ワイヤ７０によって示される通りに小弯８３の形状を維持し
つつ、装置２１の長手方向の位置を調節する（すなわち、配向ワイヤ７０を上下して軸方
向に移動させる）ことが可能である。
【００４４】
　装置２１を所定の位置で小弯８３に沿って整列させた状態で、縫合部２７Ａおよび２７
Ｂが、２つの縫合糸を胃壁に（１つを胃の前側の壁に、もう１つを胃の後ろ側の壁に）取
り付けるために使用される。骨盤から見上げた胃の俯瞰図を示している図１４を参照する
と、装置２１を、装置の中心線１００が胃の中心線に一致しており、すなわち胃６０の後
ろ側の壁８４にも前側の壁８５にも面していない最初の位置に見て取ることができる。縫
合部が、装置の中心線に対して異なる角度の向きに配置されている（換言すると、部位２
７Ａが体の前側に配置され、部位２７Ｂが体の後ろ側に配置されている）ため、装置２１
は、単一の配向ワイヤ管腔のみを使用する。装置２１は、軸方向については、縫合部２７
Ａおよび２７Ｂがパーティション８０の形成を開始すべく小弯８３の底部の付近に位置す
るように配置されている。装置２１が、図１５に示されているように、中心線１００が角
度１０２だけずらされるように、時計方向に回転させられる。次いで、縫合部２７Ａが、
前側の壁８５から組織のひだ５２を引き込むために使用され、引き続いて、医師が、捕捉
された組織を（例えば、焼灼面４１によって焼灼することによって）準備して、縫合糸を
配置する。
【００４５】
　次いで、装置２１が、中心線１００が胃６０の後ろ側の壁８４および前側の壁８５の両
者に平行である当初の位置に戻され、その後に装置２１が、角度１０４に相当する量だけ
反時計方向に回転させられる（図１６を参照）。ひとたび装置２１が所定の位置に位置す
ると、縫合部２７Ｂが、組織の一部を後ろ側の壁８４から引き込み、組織の表面を焼灼し
、縫合糸を取り付ける。
【００４６】
　図１２に示されているように、ひとたび２つの縫合糸４７が前側の壁８５および後ろ側
の壁８４の各部位に通されると、装置２１がガイドワイヤ６３上を引き戻され、したがっ
て医師が、プロセスの全体にわたって縫合糸の近位端を保持しつつ、縫合糸の遠位端を手
にすることができる。縫合部２７Ｂが長手方向において部材２３の遠位端に向かってずら
されているため、最初の繰り返しにおいて形成される２つの縫い目４７Ａおよび４７Ｂは
、図１３に示される通りずれている。後ろ側の壁の縫い目４７Ｂは、前側の壁に位置する
縫い目４７Ａに比べて幽門６４により近く位置しており、前側の壁に位置する縫い目４７
Ａは、後ろ側の壁の縫い目４８Ｂに比べて食道６５により近い。
【００４７】
　患者の胃６０の内部のパーティション８０の形成は、典型的には、接続線（すなわち、
ＣからＢへ、ＥからＤへ、など）によって示されている通りに結び付けられて接合される
縫い目の組み合わせを備える図１９に示すような縫い目パターンの一連の縫い目（例えば
、８～１４）を必要とする。この一連の縫い目は、上記手順の複数回の繰り返しを、繰り
返しの間のそれぞれの縫合部（２７Ａ、２７Ｂ）の再装填および装置の再配置を伴いつつ
行うことによって形成できる。例えば、最初の繰り返しにおいて、縫い目ＡおよびＢが取
り付けられる。装置２１を、配向ワイヤ７０上で軸方向に滑動させ、縫い目ＣおよびＤを
取り付けるべく手順が繰り返される。先細りを生じさせるために、角度１０２および１０
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４を、縫い目が小弯から徐々に離れるように配置されるように、調節することができる。
【００４８】
　ひとたび最初の４つの縫い目が配置されると、医師は、２つの縫い目ＢおよびＣを取り
付け手段によって一体に接続することができる。例えば、取り付け手段として、外科結び
、クランプ、および当業者が想到できる他の任意の手段が挙げられる。次いで、取り付け
手段が所定の位置へと滑らされ、２つの縫い目が引き合わされて、変性または除去が行わ
れた（すなわち、焼灼または擦過が行われ、あるいは切除および除去された表面部分を有
している）組織の２つのひだの間に接触が形成される。変性または除去によって得られた
組織の領域は、比較的恒久的な接合の形成を促進する瘢痕組織を生じさせると考えられる
。
【００４９】
　以上、放射状にずらされた（すなわち、一方が前側を向き、他方が後ろ側を向いている
）２つの縫合部と単一の配向ワイヤ管腔とを有する装置２１に関して、手順を説明した。
単一の縫合部を備える装置、または放射状にずらされてはいない縫合部を有する装置も、
使用可能である。そのような装置においては、前方または後方に回転させられるときに装
置に適切な曲率をもたらすために、複数の配向ワイヤ管腔を使用することができる。
【００５０】
　例えば、図８に示されているように、縫合部１２７が、どちらも細長い本体の中心線か
らずらされている配向ワイヤ管腔１７０Ａおよび１７０Ｂを有している。さらに具体的に
は、管腔１７０Ｂが表面部１７２により近く、管腔１７０Ａが表面部１７４により近い。
縫合部１２７が、図２０に示されているように前側へと回転させられるとき、管腔１７０
Ｂに位置する配向ワイヤが有効にされ、管腔１７０Ｂに最も近い表面部１７２を小弯８３
に接触させるべく、小弯８３に向かって付勢される。同様に、装置が図２１に示されてい
るように後ろ側へと回転させられるとき、管腔１７０Ａの配向ワイヤが有効にされ、装置
に所望の曲率をもたらす。
【００５１】
　図４０および４１を参照すると、装置を回転させるための１つの機構は、患者の口から
延出している近位部９０１を手で把持して回転させることによる。本体２３を、この回転
が本体の長さを下って伝えられて、患者の胃の内部に位置する作業部を回転させるように
、適切に堅い材料で構成することができる。
【００５２】
　典型的な作業においては、咬合阻止器９００が、患者の口に配置され、咬合阻止器９０
０の各側に取り付けられた頭部ストラップ（図示されていない）が、咬合阻止器９００を
所定の位置にさらに固定するために、患者の頭部を巡って巻き付けられる。咬合阻止器９
００を、胃において外科手術を実施するために使用される細長い本体２３ならびに気道を
もたらすための導管９１０の両者を収容するために使用することができる。ひとたび配置
されると、細長い本体２３を、近位部分を所定の位置に保つべく咬合阻止器にクランプで
き、あるいは他の方法で固定することができる。代替または追加的には、咬合阻止器９０
０を、例えば本体２３の該当の表面部に係合して相対回転を容易にする歯車９０２または
ラチェット機構を設けることによって、装置の回転を補助するように構成することができ
る。また、咬合阻止器９００上にグラデーションまたはマーキング９０３、９０４を、本
体２３の近位部分の対応するマーキング９０６に対応して装置の相対的な角度の向きを知
らせるように設けることが可能である。
【００５３】
　配向ワイヤを所定の位置に残しておき、必要に応じて有効または無効にすることができ
る。あるいは、配向ワイヤを引き抜いてしまい、必要なときに挿入してもよい。配向ワイ
ヤを、手による引っ張りまたはケーブル集めること（内視鏡の制御の作業と同様）によっ
て動作させることができ、あるいは形状記憶材料（例えば、ニチノール）で構成されてい
る場合には、加熱（例えば、電気エネルギーの印加）によって動作させることができる。
配向ワイヤに代え、あるいは配向ワイヤに加えて、細長い本体２３を小弯に沿って整列お
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よび配向させるための別の機構を、使用することが可能である。例えば、一連の吸引ポー
トを、小弯に接触させるべき本体の部位に沿って設けることができる。次いで、これらの
ポートに吸引力を加え、本体を胃壁の小弯に対して引きつけることができる。これらの吸
引ポートが、組織の捕捉ではなく整列の目的のために使用され、したがって、縫合のため
に組織を捕捉すべく使用される吸引チャンバとは独立に機能することを、理解すべきであ
る。本体について異なる角度の向きが使用される場合（すなわち、上述のように装置が前
側または後ろ側の方向に回転させられる場合）には、これらの吸引ポートを、長手方向に
延出する２本の列にて配置することができ、それぞれの列に個別に吸引力を加えることが
できる。
【００５４】
　遠位固定部の１つの目的が、縫合部が胃壁に縫合糸を取り付けているときに装置の軸方
向の動き（例えば、時期尚早にも幽門から引き抜かれてしまうこと）を防止する確実な固
定の提供にあることを、理解すべきである。図２２および２３を参照すると、遠位部２４
に、格納式のワイヤ２１２、膨張可能なバルーン２１０、および／または外部の磁石（図
示されていない）と協働する磁性材料２１４など、固定を向上させるための手段を設ける
ことができる。図示の通り、このような固定構造を、遠位部２４の幽門６４を過ぎて延出
する部位に設けることができる。縫合部１２７が胃壁に対して作業を行っているときに、
遠位部２４を所定の位置に保持すべく機能することができる。あるいは、固定補助手段を
、幽門６４の両側に設けてもよく、幽門６４よりも近位側の部位にのみ設けてもよい。
【００５５】
　遠位部２４を、ガイドワイヤ上で前進させることによって初期の位置（例えば、幽門に
固定される）に配置されるものとして説明したが、装置の配置について、他の手段を使用
することも可能である。例えば、図２４を参照すると、遠位部２４を、内視鏡３００（例
えば、５ｍｍの内視鏡）を受け入れるように構成することができ、内視鏡３００を、遠位
部２４を所定の位置にガイドするために使用することができる。この構成においては、内
視鏡管腔３１０が、遠位端に視覚化ポート３０５（あるいは、透視可能な閉じ部）を備え
て部位２４に設けられる。管腔３１０に挿入されたとき、内視鏡が遠位端の段差３１５に
接し、施術者は、視覚化のためにも内視鏡を使用しつつ、遠位部２４を胃を通って幽門へ
と押し込むために内視鏡を使用する。さらに、遠位端についての図２４の詳細図が、収縮
した状態のバルーン２１０を示している。ひとたび配置されると、バルーン２１０を膨張
管腔２１０ａを介して膨張させることができる。あるいは、バルーンを、遠位部を所定の
位置に進めるための補助手段として、送入の際に膨張および収縮させることが可能である
。
【００５６】
　本明細書に記載の装置の有用な態様は、縫合部が胃壁について作業をしているときに、
遠位側を固定しておくことができる点にある。図２５が、これの実現を補助する全体的な
寸法の様相を示している。長さＬ１が、遠位固定部に相当する長さであり、縫合部１２７
の吸引チャンバの最も遠位の部分から固定部の遠位端まで測定される。この長さＬ１は、
おおむね１０～２０ｃｍの範囲にあり、例えば約１５ｃｍである。厚さＴ１は、縫合部の
直径を指し、おおむね１５～２０ｍｍの範囲である。遠位固定部は、典型的には、厚さＴ
１の約半分の厚さＴ２への先細りを備えている。この先細りを、幽門を塞ぐために使用す
ることができる。吸引チャンバの最も遠位の部分からこの先細りまでの距離Ｌ２は、約０
．５～２ｃｍの範囲であってよい。遠位固定部において幽門へと延出する部位は、挿入に
使用される５ｍｍの内視鏡を収容できるよう、約７ｍｍの厚さＴ３を有することができる
。
【００５７】
　次に、図２６～２８に目を向けると、図７に示した縫合部１２７の変形例が示されてい
る。縫合部３２７は、針管腔１４０および受け入れチャンバ１８０が、装置のシャトル管
腔４１０に滑動可能に収容される着脱式のシャトル４００に設けられている点を除き、縫
合部１２７と同一である。図２７の上面図に示されているように、シャトル４００は、シ
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ャトルの遠位部４０４がシャトル管腔４１０の遠位部に配置されたときに真空空洞４２０
に整列する開口４４０を有している。丸められたショルダ４１６が、開口４４０の各側に
おいてシャトルの全長にわたって延出しており、対応するガイド面４１５が、管腔４１０
の全長にわたって延出している。
【００５８】
　シャトル４００が管腔４１０に挿入され、開口４４０が空洞に整列した状態で、縫合部
は、図７の縫合部１２７と同じ様相で動作する。真空引きが配管１４５を介して行われ、
捕捉された組織に対し、管腔１６０による注射および管腔１５０による切除が行われ、縫
合糸が、管腔１４０を介して捕捉されている組織を貫いて通され、チャンバ１８０内に捕
捉される。しかしながら、ひとたび組織が解放されると、シャトル４００を管腔４１０か
ら引き戻すことができる。これにより、施術者は、装置の全体を取り出すことなく、チャ
ンバ１８０から捕捉されている針を取り出すことができる。
【００５９】
　図２６～２８においては、針管腔１４０のみが着脱可能なシャトル４００に示されてい
るが、切除管腔１５０、注射管腔１６０、および真空管腔１４５のうちの１つ以上を着脱
可能なシャトル４００に取り入れることができることを、理解すべきである。
【００６０】
　着脱可能なシャトルに真空管腔が備えられる場合、配置装置４５５を、図２９～３０に
示される通り、細長いスロット４５０を有するように構成することができる。この変形例
においては、着脱可能なシャトル４６０が、図３１の断面に示されている通り、縫合のた
めの動作機構のすべてを含むことができる。使用時、シャトル４６０を、縫合糸を配置す
べくスロット４５０の長手方向の長さに沿った任意の位置に配置することができる。長手
方向の位置決めを補助するため、シャトルがどの程度深く管腔へと延ばされたのかを測定
するために、シャトル４６０の近位部（図示されていない）に印（すなわち、グラデーシ
ョンまたはマーキング）を付けることができる。したがって、装置の互いの寸法を知るこ
とで、施術者は、シャトルがスロット４５０に沿ってどこに位置しているのかを判断する
ことができる。代替または追加的には、位置決めを補助するために、シャトル４６０上ま
たは装置４５５の管腔内にストッパを設けることが可能である。例えば、シャトルをどの
程度深く管腔へと延ばすことができるかを制御するために、シャトル４６０の遠位端に一
連の突き出し部材（図示されていない）を取り付けることができる。換言すると、１ｃｍ
の突き出し部材が、シャトルを端部から１ｃｍで停止させると考えられ、２ｃｍの突き出
し部材が、シャトルを端部から２ｃｍで停止させると考えられ、以下同様である。
【００６１】
　ここで説明された器具および手技が、他の胃の組織との接合のために準備された胃の組
織を貫いて縫合糸をもたらすために適していることを、理解すべきである。例えば、図３
２に示されているように、２本の縫合糸を、それらの自由端ＡおよびＢが準備された組織
の領域１５３の両側から延出するように、胃の前側の壁８５および後ろ側の壁８４に取り
付けることができる。体の外部から、執刀医が、端部Ａを一体に取り付けることができ、
端部Ｂを引くことによって、図３３に示されている通り壁８５および８４を接合すること
ができる。次いで、端部Ｂを結ぶことができ、結び目またはクリンプ６１０が、組織へと
滑り落ちて、図３４に示す通り取り付けが完了する。このプロセスを、適切な縫い目８６
（図１３を参照）を形成するために充分な組織の部位が接合されるまで、必要に応じた頻
度で繰り返すことができる。
【００６２】
　医師によりこの方法で結び合わせられる必要がある縫合糸の数を少なくするために、装
置を、単一の縫合糸を複数の組織部位に取り付けるように構成することができる。例えば
、Ｓｗａｉｎの米国特許第５，７９２，１５３号が、単一の糸を複数の組織部位に取り付
けるためのそのような機構の１つを示している。Ｓｗａｉｎの装置およびこの種の他の公
知の装置の大まかな手法は、縫合部を、縫合糸が中空針によって吸引チャンバを横切って
往復させられる糸キャリアによって担持される一種の縫製装置として構成することである
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。あるいは、糸キャリアを介して吸引チャンバの遠い側で糸を捕捉する代わりに、糸を、
また同様に、この技術分野において知られている通り、例えばばねで付勢されたラッチで
糸のループを捕捉することによって、直接的に捕捉することができる。また、これまでに
説明した長手方向に動作できる針の多くは、通常は、吸引空洞の近位側において動作を開
始しているが、これらの縫合装置を、遠位側において動作を開始するように適宜に変更で
きることを、理解すべきである。
【００６３】
　図３４が、縫製装置式の装置が使用される場合に有用な縫い目パターンを示している。
説明を容易にするために、組織の４つのひだ７１０、７２０、７３０、７４０が、前側の
壁８５および後ろ側の壁８４のそれぞれに２つずつ示されている。しかしながら、図３４
に示した組織のひだが、それぞれ縫合糸が該当の組織のひだを貫いて通されるときに吸引
チャンバによって形成されることを、理解すべきである。図示のステップ１において、縫
合糸シャトル（縫合糸を保持している）が、中空針によって近位から遠位の方向に前側の
壁８５のひだ７１０を貫いて通される。ステップ２において、縫合糸シャトルが中空針へ
と再び挿入され、ステップ３において、縫合糸シャトルが、また同様に、近位から遠位の
方向に後ろ側の壁８４のひだ７３０を貫いて通される。縫合糸シャトルを吸引チャンバ（
図示されていない）の遠位側に依然として位置させて、縫合糸が、遠位から近位の方向に
ひだ７４０を貫いて通される。次いで、縫合糸シャトルがチャンバの遠位側に再び配置さ
れ、ステップ６において、遠位から近位の方向にひだ７２０を貫いて通される。最終的な
結果として、４つのひだを横切って「数字の８」に似た縫合糸のパターンが形成され、「
数字の８」の下方のループを完成させるために自由端（ステップ６において頁の下側から
延出している）が結び合わされる。
【００６４】
　図３６は、この「数字の８」の縫合パターンの別の図であり、図３７は、縫合糸の接合
のため、または最初の縫い目位置の提供のために、プラグおよびアンカを使用する別の縫
合パターンおよび手技を示している。斜線部分が、切除または焼灼された組織の領域を示
しており、図の左側および右側が、胃の前壁および後壁に相当する（あるいは、その反対
）であることを、理解すべきである。図３８は、有用な縫い目パターンのまたさらなる変
形例を示している。図３８の縫い目パターンは、後ろ側の壁に取り付けられた縫合糸の第
１の端部を固定するプラグまたは綿撒糸で始まっている。図３８の縫い目パターンは、縫
合糸を装置の軸に対して半径方向または外周方向に取り付けるように機能する図３９に示
すような曲線針に関連して使用することができる。
【００６５】
　以上、スポット式の様相での接合を促進すべく手術される（すなわち、焼灼または擦過
され、あるいは表面組織の一部分が切除または除去される）胃の内部の組織に関連して手
順を説明したことを、理解すべきである。換言すると、縫い目８６（図１３を参照）を形
成すべく対応する前側の壁の部位に接合されるために有用な後ろ側の壁８４の切除または
除去された組織の部位１５３の相対位置を示す図４２を参照すれば、切除された部位１５
３の間に、変更されていない組織の部位１５７が存在できる。図４３を参照すると、別の
実施例においては、胃壁を、ストリップ１５３ａに類似したパターンで準備（すなわち、
焼灼または擦過、あるいは切除または除去）することができる。図示の実施例においては
、ストリップ１５３ａが、パーティションの上部のおおむね一定の幅の部位に対応し、離
れたスポット部１５３が、パーティションのより狭い遠位部を形成すべく形成されている
。さらなる変形例においては、先細りを形成するために、ストリップを斜めにすることが
できる。
【００６６】
　図４４を参照すると、準備された組織のストリップ１５３ａを形成するための１つの機
構は、所望のストリップ１５３の形状の焼灼面９５５を有している装置９５０などの装置
による。使用時、吸引が、表面９５５の各側の真空穴９５７を通って加えられて、胃壁を
表面９５５に接触させ、表面９５５が動作して胃壁を焼灼する。
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【００６７】
　次に、図４５～５１を参照し、胃形成術を実施するための外科システムについて、別の
変形例を開示する。この変形例においては、外科システムが、患者の胃へと挿入されて、
小弯に沿って整列させられるアプリケータ９６０を備えている。近位部（図示されていな
い）を、患者の口の咬合阻止器に固定することができ、遠位部２４を、上述の通り（例え
ば、幽門に）固定することができる。アプリケータ９６０は、少なくとも近位側の入口か
ら細長い横作業開口９６５間で延出する主管腔（図示されていない）を有している。アプ
リケータ９６０を所定の位置に位置させた状態で、切除装置９７０および縫合装置９９０
を、作業開口９６５を介して胃の前壁および後壁にアクセスするために、主管腔に挿入す
ることができる。最初にアプリケータ９６０を患者に挿入する際に、開口９６５を満たし
てアプリケータ９６０に構造的な完全性をもたらすため、および／または開口９６５に平
滑な表面をもたらすために、フィラー・ブロック（図示されていない）を主管腔に挿入す
ることができる。
【００６８】
　特に図４６および４７を参照すると、切除装置９７０を、アプリケータ９６０の主管腔
を通って挿入でき、胃の前壁および後壁の一部を接合に備えて準備すべく（例えば、粘膜
下層を露出させるべく）切除するために使用することができる。切除装置は、胃の前壁お
よび後壁に切除された組織のストリップを形成するために、２つの切除部９７１を有して
いる。それぞれの切除部９７１が、一連の真空ポート９７８および注射針９８０を備える
空洞９７５を有している。注射針９８０は、すべて共通の注射管腔９８２に接続されてお
り、共通の真空源が、一連の真空管腔９７６を介して真空ポート９７８への供給を行う。
吸引が加えられると、組織（図示されていない）が空洞９７５に引き込まれ、吸引の力に
よって針９８０が捕捉された組織を貫く。次いで、捕捉された組織に、管腔９８２を介し
てアドレナリン食塩水を注射することができる。管腔９８２の断面を、例えば遠位端にお
ける断面が近位端における断面よりも小さい断面など、切除部位の全長にわたる流体の一
様な分布を促進するように構成することができる。
【００６９】
　ワイヤ９７２が、それぞれの空洞９７５を横切って延出しており、空洞９７５の各側の
チャネル９７４に滑動可能に収容される拡大された頭部９６２を有している。組織を（真
空によって）切除部９７１に捕捉された状態で、執刀医が、ワイヤ９７２を組織を貫いて
引っ張るために、それぞれの頭部９６２に接続された線（図示されていない）を近位方向
に引く。
【００７０】
　使用時の適切な配置を保証するために、配向ワイヤを、組織切除装置９７０の配向ワイ
ヤ管腔９７３および／またはアプリケータ９６０の配向ワイヤ管腔１７０において使用す
ることができる。
【００７１】
　胃壁を切除し、組織切除装置９７０を引き抜いて、縫合装置９９０をアプリケータ９６
０の主管腔へと挿入することができる。図示の通り、縫合装置は、長手方向に動作可能な
針を使用する形式であるが、外周方向に動作可能な針を有する縫合装置も使用可能である
。縫合装置９９０は、空洞９９２内の真空を引くための真空管腔９９４および空洞９９２
内に捕捉された組織を貫いて縫合糸を駆動するための針管腔９９５を備えている。着脱可
能な針捕捉チャンバ９９６が、組織を通過した後の針および／または縫合糸を捕捉するた
めに、空洞９９２の遠位側に設けられている。
【００７２】
　図示の通り、縫合装置９９０は、単一の縫合糸を取り付けるように構成されており、図
４８および４９に示されているように、アプリケータ９６０内で軸方向に回転させられて
、前側または後ろ側の壁に向かって配置されるように構成されている。１対の配向ワイヤ
管腔９９３が、縫合装置９９０に設けられ、縫合装置を回転させるために使用可能である
。
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【００７３】
　アプリケータ９６０を胃の小弯に一致させた状態で、アプリケータ９６０の作業開口９
６５の遠位端を、図５０に示されているように使用時に湾曲させることができる。装置９
７０および９９０が挿入されるとき、アプリケータ９６０の主管腔において装置９７０お
よび９９０の配向が保たれるように保証するため、配向ワイヤを、切除装置９７０および
縫合装置９９０の配向ワイヤ管腔において使用することができる。代替または追加的には
、装置９７０、９９０の遠位部を、開口９６５の遠位部の付近においてアプリケータ９６
０に係合するように構成することができる。この係合を達成するためのそのような１つの
機構が、開口９６５の遠位端の付近においてアプリケータ９６０に係合した縫合装置９９
０の遠位部を断面で示している図５１に示されている。さらに具体的には、保持部材９９
７が、装置９９０の吸引空洞９９１および受け入れチャンバ９９６の反対の側から延出し
ており、収容開口９９７ａを定めている。キャッチ９６４が、アプリケータ９６０の内表
面の遠位端に固定され、近位方向に延出している。縫合装置９９０が開口９６５の遠位端
に向かって進められるにつれ、キャッチ９６４が収容開口９９７ａに滑り込み、縫合装置
９９０がアプリケータ９６０の曲率に一致するように保証する。
【００７４】
　例えば図３５に関連して上述したように、縫合糸を、糸キャリアを中空針によって吸引
チャンバを横切って往復させることによって、複数の部位に取り付けることができる。次
に、図５２～５４に目を向けると、これを達成するための適切な機構が示されている。縫
合部２２０が、真空配管１４５によって吸引が加えられる組織捕捉空洞２２２、注射針管
腔１６０、および切除装置管腔１５０を備えている（あるいは、切除が１６０を介し、注
射が１５０を介してもよい）。図５２を参照すると、縫合糸２４６が取り付けまたは埋め
込みされてなる糸シャトル２５４が、空洞２２２の近位側の針管腔内の中空針２４０に収
容されている。空洞の遠位側には、糸シャトル２４５を選択的に捕捉して空洞２２２の遠
位側に保持するための取り込み部２３０が設けられている。取り込み部は、斜めのカム面
２３２を有し、圧縮ばね２３６によって左方向（図５２について）に付勢されている部材
２３１を備えている。
【００７５】
　遠位側へと通される前（すなわち、図５２）、シャトル２４５は、針２４０の内表面２
４２との摩擦係合によって、中空針２４０内に保持されている。さらに、シャトル２４５
は、内表面２４２の対応する造作との係合のために、肌理またはゴム引きを有する表面な
どといった係合部材２４７（図５３）を備えることができる。シャトルを遠位側へと通過
させるため、中空針２４０の遠位端が空洞２２２を横切って進められ、押し込み棒２４８
がシャトル２４５を斜めの表面２３２に当接させて遠位方向に滑動させる。これにより、
部材２３１が右側に動かされてばね２３６を圧縮し、ばね２３６の復元力が、図５３に示
されているように、シャトル２４５を取り込み部２３０に摩擦によって保持する。摩擦の
付着を向上させるために、係合部材２３４を部材２３１上に設けてもよい。
【００７６】
　シャトルを空洞２２２の近位側に戻すために、中空針が、シャトル２４５を覆うように
取り込み部２３０へと進められ、針の内表面２４２が、摩擦によってシャトル２４５を把
持する。シャトル２４５の遠位部に、針２４０のシャトル２４５上への適切な整列を促す
ために、先細りの表面２４９を設けることができ、針２４０は、糸２４６の自由端を収容
するための遠位側のスロット２４３を有している。取り込み部への入口２３８も、滑らか
な挿入を促進するために先細りである。
【００７７】
　糸シャトルを所定の位置（中空針の内側および／または取り込み部）に保持するための
他の機能も、上述の摩擦による嵌り合いに代え、あるいは上述の摩擦による嵌り合いに加
えて、使用することが可能である。例えば、磁石、形状記憶材料、または機械式のラッチ
を、糸シャトルの表面および中空針の内部の摩擦パッドの補足または代替として使用する
ことができる。１つの特定の例では、糸シャトルが磁性材料を含んでおり、取り込み部が
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、糸シャトルを選択的に拘束すべく磁力を印加する。糸シャトルを拘束するために使用さ
れる磁力を選択的にもたらすために、電磁石または可動の永久磁石を、取り込み部におい
て使用することができる。他の例では、取り込み機構を、例えば電流によって加熱された
ときに糸シャトルに選択的に係合する形状記憶材料から構成することができる。
【００７８】
　さまざまな他の縫合の構成を、前壁と後壁とを接合するために好都合に使用することが
でき、例えば上行のらせんパターンの連続的な糸によって切除されたストリップを接合す
るために、２００６年１月１０日付の米国特許仮出願第６０／７５７，６９４号に示され
ている別のパターン、およびそこでの１つ以上の湾曲針または横断針の使用が参照される
。例えば、細長い吸引空洞（図４６および４７の空洞９７５など）に沿って複数の横方向
の湾曲針を有している装置が考えられる。これらの一連の針を、縫合糸を細長い吸引空洞
に捕捉された組織に通すために、同時または順次に作動するように構成することができる
。そのような構成によれば、複数の縫合糸を所定の間隔を有する列にて取り付けることが
できると考えられる。
【００７９】
　次に、図５５～５７を参照すると、拡張可能なスペーサおよび短いらせん針を取り入れ
た別の実施形態が示されている。細長い本体またはキーパ５０１が、作業用の構成部品（
この場合には、装置５２０）の胃壁へのアクセスを可能にする窓部５０５を有している。
装置５２０は、１対の細長い吸引空洞５２２を備えており、空洞５２２の底部および側面
に沿ったポート５２３、５２５に加えられる吸引によって組織を捕捉する。吸引管腔５２
６が真空をもたらし、マニホールド５２８が、真空の圧力をポート５２３、５２５に分配
すべく機能する。管腔５２４が、捕捉された組織への注射のために、注入液を注射針５３
０に供給し、ひとたび注射が行われると、切除刃５３５が、駆動ロッド５４０によって遠
位方向に駆動され、捕捉されて注射された組織の切除を行う。
【００８０】
　縫合糸５５２を保持するらせん針５５０が、それ自体の軸に沿って、１対の駆動ロッド
５５８によって駆動される２組のローラ５５５によって遠位から近位の方向に駆動される
。ローラ５５５は、針５５０のらせんのピッチに基づいて一様な間隔で配置され、装置の
柔軟性を向上させる小径の接続部５５６によって接続されている。図示の通り、針５５０
は、２つの完全ならせんの巻きを含んでおり、したがって、それ自体の経路上を近位側へ
と進められるときに常に少なくとも４つのローラに接触し、組織を貫く針の安定かつ予測
可能な経路に貢献すると考えられる。針５５５の安定およびガイドへのさらなる補助とし
て、キーパ５０１の内表面に、意図される針の経路の形状のガイド溝が設けられる。作業
性の向上のために、従来からの針材料に加え、あるいは従来からの針材料に代えて、らせ
ん針５５０を、ニチノールなどの超弾性材料で構成することができる。ローラ５５５と針
５５０との間の係合を向上させるために、ローラ５５５および／または針５５０の当接面
を粗くすることができ、かつ／またはそれぞれに歯を設けることができる。
【００８１】
　内視鏡３００が、キーパ５０１および装置５２０を貫いて延び、窓５０５の遠位側の開
口５０２を通って出ており、手術を視覚化して、生じうる問題を発見するために使用する
ことができる。図示の通り、そのように特定されうる問題に対処し、例えばほつれに対処
し、あるいは縫合糸に必須のたるみを引くために、緊急ワイヤ・キャッチ５７０が装置５
２０の管腔５７２を通って延出しており、１つ以上の開口５７４から出ることができる。
代替または追加的には、器具（図示されていない）を、この目的のために、内視鏡の作業
チャネルを通って挿入することができる。
【００８２】
　バルーン・カテーテル５６０が、キーパ５０１を貫いて延び、キーパの遠位端（図示さ
れていない）を通って出ている。カテーテルの遠位端のバルーン（図６４を参照）が、幽
門に固定される。膨張可能なバルーン５４５が、キーパ５０１の作業部の長さに沿って設
けられ、キーパの有効直径を大きくするために、胃に挿入された後に膨張させることがで
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きる。使用時、バルーン５４５が小弯に向かって配置され、カテーテル５６０に張力が加
えられて、キーパが所望の位置に付勢される。キーパの外径の慎重な選択および／または
バルーン５４５によるキーパの外径の制御が、本明細書に記載の通りの固定および配置と
相俟って、所望のサイズおよび形状の管腔の形成を容易にする。
【００８３】
　図示の通り、らせんの軸がキーパ５０１の軸とおおむね同軸であることを、理解すべき
である。オフセットされた構成、およびらせんの経路の一部がキーパ５０１の外寸の外側
へと延出している構成も、考えることができる。一般的に有用な構成は、典型的には、ら
せんの経路の軸がキーパ５０１の局所の外寸の内側にあることを必要とする。
【００８４】
　さらに、図示の通り、横吸引ポート５２５が、切除刃５３５によって定められる切除面
に関して底部ポート５２３と同じ側（すなわち、下方）において、空洞５２２内に位置し
ている。結果として、捕捉された組織が切除されるとき、ポート５２３、５２５の両者を
、切除された組織を保持するために有益に使用できるが、切除されていない組織の保持に
おける有用性が大幅に低下する。切除の前または最中に縫合糸を配置することが、この問
題に対処するための１つの機構である。代替または追加的には、横ポート５２５を、組織
の切除面の上方に位置させてもよい。
【００８５】
　またさらなる変形例においては、横ポートが、組織切除面の上方にあり、下方のポート
とは別個独立に制御可能にされている。吸引空洞の別個の制御によれば、例えば、下方の
ポートが切除された組織を保持する一方で、横ポートが組織を解放することができる。
【００８６】
　またさらなる変形例においては、機械的なクランプ部材を、吸引空洞５２２に沿って設
けることができる。そのようなクランプ部材を、空洞５２２の捕捉および保持の機能の追
補または代替として使用することができる。
【００８７】
　図５８～６０は、らせんの巻きがより多い針が使用されている点、および膨張可能なバ
ルーン５４５が除かれている点を除き、図５５～５７に示した実施形態と同様の実施形態
を示している。図５９が、図５８に示されているキーパ５０１に相当するが、内部のらせ
ん針ならびに組織の捕捉、切除、および針の駆動用の内部構成部品は、取り去られており
、これらは図６０に示されている。図５８Ａが、さまざまな管腔の相対的なサイズおよび
配向を示している。参考までに、一実施形態においては、内視鏡管腔５０３を、５ｍｍの
内視鏡を受け入れるように寸法付けることができ、キーパ全体の外径は、例えば約２０ｍ
ｍなど、１５～２５ｍｍの範囲（拡張可能なバルーン５４５によってもたらされる拡大を
含まず）であってよい。
【００８８】
　図６１は、キーパ５０１などのキーパにおいて使用するための組織の捕捉、切除、およ
び針の駆動用の内部構成部品の別の構成の斜視図であり、針の駆動のさらなる詳細が、図
６２に示されている。装置３５０の組織の捕捉および切除用の構成部品は、切除刃３７０
が、中央に取り付けられた操作ロッド５４０を押すことによってではなく、刃３７０の外
縁に取り付けられた１対のコード３７２を引くことによって動作する点を除き、装置５２
０のそれらと全く同じに動作する。
【００８９】
　装置３５０の縫合糸の駆動は、装置３５０内に滑動可能に配置されたシャトル３６０に
よってもたらされる。内視鏡管腔５０３および１対の針駆動管腔３５８が、シャトル３６
０に設けられている。図６２を参照すると、ロッド３６８が、管腔３５８を貫いて延出し
ており、針３６８および３６９を吸引空洞を横切って往復するように駆動するローラ３６
４に接続されている。
【００９０】
　ローラの代わりに、また同様に、キーパ５０１において使用することができる図６３の
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装置４８０に関して示されているように、引っ張りワイヤ４８４、４８５、４８６、４８
７によって、針を吸引空洞を横切って前進および後進させることができる。例えば、図示
の通り、空洞を横切って針４８２を前進させるためにワイヤ４８４が近位方向に引かれ、
針４８２をシャトルに戻すためにワイヤ４８７が引かれる。装置４８０は、吸引空洞を分
割している橋渡しの領域に一連のチャネル４８１を備えている。チャネル４８１を、右側
および左側の針の間で糸キャリアを交換（直接的に、あるいは降ろし／摘み上げの配置構
成を介して）するための場所として使用することができる。あるいは、着脱可能なシャト
ルによる縫合糸の適用は、上述の通り体の外側のための針の再装填を容易にする。
【００９１】
　図６４は、内視鏡の作業チャネルを通って延出している固定用バルーン・カテーテルの
概略図であり、固定用バルーンが十二指腸において膨らまされており、カテーテルの近位
端の自動閉鎖バルブの詳細が示されている。
【００９２】
　図６５Ａ～Ｅは、胃形成術の実施を概略的に示している。手術は、内視鏡の作業チャネ
ルを介して固定用バルーン５６２を配置することで始まる。内視鏡がバルーンを所定の位
置に残して引き抜かれ、キーパが、カテーテルの近位端を覆って配置される。次いで、内
視鏡が、キーパを貫いて送入される。内視鏡による視覚化のもとで、拡張可能な位置決め
バルーンおよび／または固定用カテーテルの補助によって、キーパが小弯に当接するよう
に配置され、前壁および後壁の一部分を吸引空洞に捕捉する。
【００９３】
　次に、らせん針が、図６５Ｃに示されている組織の部位に、近位から遠位への方向に縫
合糸を適用するために使用される。組織が、エピネフリンの注射の後で切除され、次いで
縫合糸が取り付けられた状態で解放される。キーパ５０１上の位置決めバルーン５４５が
収縮させられ、作業用の構成部品（例えば、組織の捕捉および切除の構成部品）が、作業
窓から取り除くべく近位方向に滑らされる。次いで、キーパを取り除くことができ、らせ
ん状の縫合糸が、例えば内視鏡の作業チャネルを使用してらせん状の縫合糸の遠位端を把
持しつつ近位端を近位方向に引くことによって、強く引かれる。次いで、固定用バルーン
５６２が、胃の中に新たに形成された管腔（または、小袋）の遠位側の開口に再配置され
る。図６５Ｅに示されている通り内視鏡を外側に位置させた状態で、漏れがないことを視
覚的に確認できるよう、管腔がメチレンブルーなどの液体で満たされる。
【００９４】
　漏れのない縫い目を形成における１つの潜在的な面倒な問題は、胃の中央においては対
向している壁が一体に接合されるのに対し、食道との接点（すなわち、縫い目が食道に出
会う場所）の付近では、「壁」が「天井」に類似し始める点にある。図３８および３９が
、縫い目が食道に出会う場所での漏れを防止するために、この「天井」組織の切除を含む
１つの手法を示している。切除は、装置の左側および右側の細長い吸引空洞５２２を実質
的に接続するアーチ部５９２を追加することによって達成できる。使用時、このアーチ部
が、縫い目が食道に出会う場所に配置される。ワイヤまたは回転刃などのアーチ・カッタ
ー５９４を、このアーチ部に捕捉された組織を切除するように構成することができる。あ
るいは、チャネルの長さに沿った切除に使用される刃または切除ワイヤが、その経路を、
アーチを切除することによって開始または終了させることができる。例えば、２つの刃が
、アーチ部を切除するための１つの刃としてとして協働でき、その後に分かれて、細長い
空洞内の別個の経路に従うことができる。
【００９５】
　次に、図６６、６７、および６８Ａ～６８Ｃを参照すると、別の縫合糸駆動機構を示す
装置７００の作業部が示されている。装置７００は、シャトル７０８によって駆動される
湾曲針７０２を備えている（図示の通り、２つの針７０２が存在しているが、ただ１本の
針または針のアレイも使用可能であることを、理解すべきである）。引っ張りワイヤ（図
示されていない）がロッド７１２に取り付けられ、シャトル７０８を動かすために使用さ
れる。引っ張りワイヤは、管腔７２８、７２９を通って延出しており、それぞれの管腔が
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、チャネル７３２に開いており、チャネル７３２が陥凹７２４の境界とともにシャトル７
０８の移動の方向をおおむね定めている。さらに具体的には、施術者が管腔７２８の引っ
張りワイヤを近位方向に引くと、シャトル７０８が時計方向（図６８による）の回転力を
受け取る。反対に、管腔７２９のワイヤに加えられる張力は、シャトル７０８を反時計方
向に引っ張る。
【００９６】
　シャトル７０８は、針７０２のいずれかの端部に選択的に係合するように構成されてい
る。針１０２の陥凹７０４、７０６が、シャトル７０８に設置されてセットねじ７１４に
よって所定の位置に保持される付勢されたプランジャ（例えば、ボール式の戻り止め）を
受け入れる。さらに、針７０２は、プランジャが陥凹７０４または７０６に係合したとき
にバー７１２に当接するように寸法付けられている。針７０２のバー７１２への当接は、
シャトル７０８が針７０２に係合するとき、および／またはシャトルが針を押す（例えば
、図６８Ａから図６８Ｂへと進める）ように作用するときに、針７０２への実在のストッ
パとして機能する。
【００９７】
　さらに、針７０２は、長手方向に操作される係止用バー７３４に選択的に整列するスロ
ット７０５を備えている。係止用バー７３４は、ばね７３５によって遠位方向に付勢され
ており、針７０２を図６８Ｂおよび６８Ｃの相対位置に係止するために、スロット７０５
に係合する。係止用バー７３４によって針７０２を所定の位置（図６８Ｂ）に固定した状
態で、管腔７２９のワイヤを、ボール式の戻り止めの保持力に打ち勝つための充分な力で
引くことで、シャトル７０８を針７０２から切り離すことができる。これにより、自由に
なったシャトルを、針７０２の他端に係合させる（例えば、６８Ｂから６８Ｃへと動かす
）ことができる。
【００９８】
　代表的な手術においては、装置７００がアプリケータ（例えば、アプリケータ９６０）
を通って挿入され、管腔７２７を通って挿入される固定装置（例えば、バルーン・カテー
テル）によって所定の位置に固定される。ひとたび図６８Ａの位置に位置すると、一方の
胃壁（例えば、前側または後ろ側の胃壁）からの組織が、吸引管腔７２５を通って加えら
れる吸引によって空洞７１８に捕捉される。注入液が、捕捉された組織（図示されていな
い）に管腔７２６および針７２２を介して注射され、組織が、切除スロット７１９内をガ
イドされる適切な切除装置によって切除される。組織を空洞７１８内に捕捉しつつ、シャ
トル７０８が、針７０２を捕捉されている組織を貫いて図６８Ｂの位置へと押すべく操作
される。係止用バー７３４が、スロット７０５に係合して針を所定の位置に保持し、シャ
トル７０８が、針７０２の他方の側へと移される（図６８Ｃのように）。次いで、シャト
ル７０８を、針７０２の後端が組織を完全に通過してチャネル７０１に入るよう、針７０
２を空洞７１８の全体を通過して引くために使用することができる。このプロセスの全体
を通じて、縫合糸は、穴７０３を介して針７０２に固定されており、したがって今や、縫
合糸は、捕捉された組織の部位を完全に貫いて挿入されている。吸引が解放され、捕捉さ
れていた組織が、縫合糸が挿入された状態で空洞７１８から離れる。
【００９９】
　組織が空洞７１８内にない状態で、針７０２を図６８Ａの位置にするため、プロセスが
逆に（すなわち、６８Ｃから６８Ｂへ、そして６８Ａに）行われる。装置７００を同じ長
手方向の位置に保ちつつ、反対側の胃壁へと回転させ、反対側の胃壁の組織に縫合糸を適
用するためにプロセスが繰り返される。
【０１００】
　上述のように、縫合糸の一端が、穴７０３を介して針７０２に取り付けられている。縫
合糸の他端は、装置７００の外側（但し、アプリケータの内側）を執刀医へと近位方向に
延出している。とりわけ、針のアレイ（例えば、３～１０本の針）が使用される場合に、
縫合糸の自由端を、例えばそれぞれの縫合糸の相対位置を知らせるための適切な符号（例
えば、色、数字、文字）を有するプラスチック板（図示されていない）を取り付けること
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によって、患者の外部において管理することができる。次いで、装置７００が引き抜かれ
、執刀医は、縫合糸の残りの端部を針７０２から手に取ることができる。次いで、適切な
縫合糸が、組織の部位を寄せ合わせるべく組織のレベルまで前進させられる結び目または
結節部材（図示されていない）によって、結び合わされる。この方法において使用できる
適切な結節部材は、公知であり、通常は、縫合糸に挿入されてカテーテルまたは他の適切
な押し器によって組織のレベルまで滑動させられる円筒形の部材（例えば、プラスチック
製または金属製の円柱）を有している。次いで、組織が充分に近付けられた場合は、円筒
形の部材がかしめられ、栓止され、あるいは他の方法で縫合糸上に動かぬように固定され
る。次いで、縫合糸の自由端が、任意の従来からの方法で切除される。適切な結節部材お
よび結節部材の設置において役に立つ装置の例が、米国特許第５，７５５，７３０号およ
び米国特許第５，５４８，８６１号に示されている。
【０１０１】
　図示および上述の通り、針は、常に同じ方向（すなわち、図６８Ａによる時計方向）に
組織を貫き、したがって尖った端部を１つだけ備えて構成されている。図示の用途におい
ては、捕捉された前側を貫き、次いで後ろ側を貫くこのような一方向の適用が、１対の縫
合糸が結び合わされて強く引かれたときに、切除部を同格に整列させる上で役立つと考え
られる。組織を両方の方向にて貫くことが（この用途または他の用途において）望ましい
こともあり、その場合には、針７０２の両端を鋭くすることが可能である。
【０１０２】
　他の変形例においては、単一の針を備えて構成された装置７００を使用して、遠位側か
ら近位側へと延出するホイップ縫い目（ｗｈｉｐ　ｓｔｉｔｃｈ）を形成することができ
る。上述のように縫合糸を１つの長手位置において前壁および後壁に適用した後、単一の
針装置を、単純に近位方向に再配置して、さらなる縫い目を適用すべくプロセスを繰り返
せばよい。
【０１０３】
　図６７に示したように、係止用バー７３４は、２つの異なる段階または深さを有する陥
凹を備えている。浅い陥凹７３６は、針７０２の係止用スロット７０５と係合するように
寸法付けられている。上述のように、針７０２を解放するために、バー７３４が近位方向
に引かれ、深い方の陥凹７３８が、解放された状態の針７０２の本体を収容するように寸
法付けられている。バー７３４は近位方向に付勢されているため、陥凹７３６、７３８の
間の移り変わりの領域を、針７０２に遠位方向の圧力を加えるために使用することができ
る。この遠位方向の圧力は、動作時の針７０２の整列を保つ上で補助となるように機能す
ることができる。
【０１０４】
　図示の通り、装置７００は別途の内視鏡管腔を示していないが、装置７００の図示の部
位を通って遠位方向に内視鏡を延ばすことが望まれる場合には、別途の内視鏡管腔を設け
てもよいことを、理解すべきである。あるいは、装置７００を、内視鏡および装置７００
の両者を収容するアプリケータを通って挿入することができる。さらに、（例えば、シャ
トル７０８の存在に起因する縁を覆う）滑らかな外表面をもたらし、装置７００の挿入（
単独での挿入、またはアプリケータを通っての挿入）を容易にするために、装置７００の
周囲に鞘（図示されていない）を設けることが望ましい場合がある。そのような鞘は、そ
のような他の装置を収容するための場所をもたらすことができる。
【０１０５】
　当業者であれば理解できる通り、以上の開示の内容は、細長い本体（または、キーパ）
と細長い本体に動作可能に組み合わせられた作業部材とを有しており、作業部材が第１お
よび第２の吸引空洞を備えている外科システムを利用して、胃の内容積を小さくすべく胃
壁を接合するための新規な方法を含んでいる。この方法は、胃壁の前側の部分を第１の吸
引空洞で捕捉して第１の縫い目を適用すること、胃壁の後ろ側の部分を第２の吸引空洞で
捕捉して第２の縫い目を適用すること、および第１および第２の縫い目を引き合わせて、
前壁と後壁の部位を接合すること、を含んでいる。捕捉の一部またはすべてにおいて、細
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長い本体を、本明細書に記載の任意の固定および／または配向技術によって、胃の小弯に
沿って整列させることができる。好ましくは、必須ではないが、固定がバルーン・カテー
テルによって行われ、バルーン・カテーテルに加えられる張力によって、所望の配向が装
置に付与される。
【０１０６】
　作業部材を、細長い本体の内側に滑動可能に配置でき、胃壁の部位を、細長い本体の長
さに沿った少なくとも１つの開口を通じて捕捉することができる。
【０１０７】
　細長い本体を、胃の近位部を塞ぐように使用でき、バルーンを、胃の遠位部を塞ぐよう
に使用することができる。次いで、胃壁を膨張または収縮させるために、気体を胃に供給
でき、あるいは胃から取り去ることができる。同様に、バルーンを、形成された管腔を縫
い目における漏れについて検査するため、管腔を塞ぐための位置へと移動させることがで
きる。
【０１０８】
　縫い目を引き合わせる前に、胃壁の捕捉されている部位を、例えば吸引空洞内の切除装
置によって、途中まで切除することができる。切除に先立ち、例えば吸引空洞内の注射針
によって、注入液を注射することができる。吸引力を、例えば組織の下部が切り取られる
ときに切除されない組織を保持するように、吸引空洞の上部および下部に別個独立かつ制
御可能に加えることができる。
【０１０９】
　また、上記の開示の内容は、身体の開口部から延出する近位端を有している細長い本体
と、細長い本体の作業部に動作可能に組み合わせられた少なくとも１つの作業部材と、細
長い本体を小弯に沿って向けるための作業部の遠位側の固定装置とを使用して、胃の内容
積を小さくすべく胃壁を接合するための新規な方法である。前記少なくとも１つの作業部
材が、捕捉および切除のための少なくとも１つの吸引空洞および切除装置を定めることが
でき、当該方法が、吸引空洞および切除装置によって、胃壁の前側の部分を捕捉して切除
を行い、胃壁の後ろ側の部分を捕捉して切除を行い、次いで切除後の前壁と後壁の部分を
接合すること、を含むことができる。注入液を、切除、膨潤、または治癒の促進のために
組織を準備するために注射することができ、吸引力を、空洞の各部について制御すること
ができる。手術の一部またはすべてにおいて、細長い本体を、小弯に沿って配向させるこ
とができる。
【０１１０】
　切除後の前壁および後壁の部分を、捕捉されて切除された前壁および後壁の部分に適用
された複数の縫い目によって接合して、胃の中に改造による管腔を形成することができる
。一形態においては、組織が２つの細長い吸引空洞に捕捉され、複数の縫い目が、縫合糸
をおおむねらせん状の経路に沿って保持している針によって適用される。おおむねらせん
状の経路は、細長い本体の内側に軸を有することができ、さらに／または細長い本体の内
表面のらせん状の溝が、経路を定めてもよい。
【０１１１】
　切除および縫い目の適用の後に、捕捉されている壁の部分を解放して装置から離すこと
ができ、次いで、縫い目を強く引くことによって引き合わせることができる。装置の配向
に応じ、糸が装置を包む場合には、縫い目の適用後に縫合装置を滑動させて引き抜く必要
がある場合がある。
【０１１２】
　特定の用途において装置の断面積が理想的でない場合、離間部材を細長い本体の長さに
沿って使用することができ、あるいはそのような離間部材を、単に装置の配向を向上させ
るための機構として使用してもよい。離間部材は、細長い本体の長さに沿った任意の位置
において細長い本体の有効断面積を増加させるべく拡張可能であってよいが、典型的には
、小弯に当接して使用される。膨張可能な嚢またはバルーンを使用することができる。吸
引空洞に捕捉された組織の保持のためのさらなる機構として、１つ以上のクランプ部材を
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、空洞内で組織を把持するために使用することができる。
【０１１３】
　また、上記の開示の内容は、食道を経由して胃の内部に挿入される外科システムを利用
して、胃の内容積を小さくすべく胃壁を接合するための新規な方法である。このシステム
は、身体の開口部から延出する近位端を有している細長い本体と、細長い本体の作業部に
動作可能に組み合わせられる少なくとも１つの作業部材とを備えることができ、少なくと
も１つの作業部材が、第１および第２の細長い吸引チャネルならびにらせん針縫合装置を
有している。手術は、胃壁の前側の部分を第１の吸引チャネルに捕捉すること、胃壁の後
ろ側の部分を第２の吸引チャネルで捕捉すること、および捕捉した前側の部分を捕捉した
後ろ側の部分に縫合装置によってらせん状に縫い合わせること、を含むことができる。手
術の一部またはすべてにおいて、細長い本体を、上述の通り所定の位置に固定することが
できる。縫合は、細長い本体の作業部の内側に軸を有する概ねらせんの経路に沿うことが
でき、遠位側から近位側への方向、または近位側から遠位側への方向であってよい。縫合
装置は、細長い本体の作業部と一体であってよく、あるいは細長い本体の作業部に滑動可
能に配置されてもよい。
【０１１４】
　また、上記の開示の内容は、近位端を身体の開口部から延出させつつ食道に挿入される
ように構成された細長い本体を有している新規な外科システムであり、細長い本体が、先
細りの遠位部および外表面を有する作業部を有しており、作業部の外表面に少なくとも１
つの横開口が定められており、少なくとも１つの作業部材が細長い本体の作業部に配置さ
れ、この少なくとも１つの作業部材が、少なくとも２つの組織捕捉／切除アセンブリを有
しており、これらのアセンブリのそれぞれが、前記少なくとも１つの横開口へと開いた吸
引空洞と、この空洞に捕捉された組織の少なくとも粘膜層を切除するための切除装置とを
有している。
【０１１５】
　さらに、上記の開示の内容は、近位端を患者から延出させつつ患者に挿入され、作業部
を患者の中に位置させるように構成および配置されている本体部を有する新規な外科シス
テムであり、作業部が、組織を捕捉するための少なくとも１つの吸引空洞と、空洞に吸引
力を供給するための少なくとも１つの吸引管腔と、バルーン・カテーテル位置決め装置を
収容するための位置決め管腔と、空洞内に捕捉された組織を貫いて縫い目を配置するため
の少なくとも１つの針とを備えている。バルーン・カテーテルの近位端が、自動閉鎖バル
ブを有することができ、さらに／あるいはバルーンが患者の体内で膨張させられたときに
、作業部をバルーン・カテーテルを覆うようにして挿入できるように構成することができ
る。また、作業部は、空洞に捕捉された組織の一部分を切除するための少なくとも１つの
切除装置、および／または注入液を吸引空洞に捕捉された組織へと送達するための注入管
腔を備えることができる。針は、湾曲していてもよく（あるいは、それらのアレイであっ
てもよい）、作業部は、ローラまたは引っ張りワイヤ（あるいは、その組）などの針アク
チュエータを備えることができる。細長い本体は、内視鏡管腔を備えることができ、内視
鏡管腔は、作業部とは別個であってよく、あるいは一部分が作業部へと延びても、作業部
を完全に貫いてもよい。作業部の構成部品の一部またはすべてを、個々に、あるいは一体
化された全体として、細長い本体に滑動可能に配置することができる。
【０１１６】
　さらに、上記の開示の内容は、近位端を患者から延出させつつ患者に挿入され、作業部
を患者の中に位置させるように構成および配置されている本体部を有する新規な外科シス
テムであり、作業部が、組織を捕捉するための少なくとも１つの横配置の吸引空洞と、空
洞に吸引力を供給するための少なくとも１つの吸引管腔と、空洞に捕捉された組織を貫い
て縫い目を配置するための少なくとも１つの湾曲針と、針を駆動するための手段を収容す
る少なくとも２つの管腔とを有している。針を駆動するための手段は、ローラまたは引っ
張りワイヤであってよい。さらに、作業部は、着脱可能な位置決め装置（例えば、バルー
ン・カテーテルまたは配向ワイヤ）を収容するための位置決め管腔、注入液を吸引空洞に
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捕捉された組織へと送達するための注入管腔、および／または空洞に捕捉された組織の一
部分を切除するための切除装置を備えることができる。細長い本体は、内視鏡管腔を備え
ることができ、内視鏡管腔は、作業部とは別個であってよく、あるいは一部分が作業部へ
と延びても、作業部を完全に貫いてもよい。作業部の構成部品の一部またはすべてを、個
々に、あるいは一体化された全体として、細長い本体に滑動可能に配置することができる
。
【０１１７】
　本発明を、図面および以上の説明において詳しく図示および説明したが、これらは、例
示であって本発明を限定する性質のものではないと理解すべきである。いくつかの特定の
実施形態のみを示して説明したが、本明細書において説明した本発明の技術的思想の範囲
において生じるすべての変更、均等物、および変形物が、保護されるべきである。本明細
書において提示した実験、実験例、または実験結果は、いずれも本発明の例示を目的とす
るものであって、本発明の技術的範囲を制限または限定するものとして解釈してはならな
い。また、本明細書において述べた理論、動作の機構、論証、または所見は、いずれも本
発明の理解をさらに向上させることを意図しており、決して本発明をそのような理論、動
作の機構、論証、または所見に限定しようとするものではない。したがって、本明細書お
よび添付の図面の細目を、本発明の技術的範囲をそれらの細目に限定するものとして解釈
してはならない。不定冠詞（「ａ」および「ａｎ」）ならびに「少なくとも１つ」などの
用語が使用される場合、それは、とくに反対の記述がない限りは、その品物がただ１つで
あると限定しているわけではない。さらに、「少なくとも一部（一部分）」および／また
は「一部（一部分）」という表現が使用される場合、一部（一部分）および／または品物
の全体を呈することが可能である。最後に、本明細書において引用されたすべての刊行物
、特許、および特許出願は、本明細書の開示に矛盾しない範囲において、あたかもそれぞ
れが具体的かつ個々に参照により組み込まれ、その全体が本明細書に記載されるように示
されたかのように、参照によって本明細書に組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】第１の実施形態による装置の側面図である。
【図２】動作中の第１の実施形態の縫合部の一部分の断面図である。
【図３】動作中の第１の実施形態の縫合部の一部分の断面図である。
【図４】動作中の第１の実施形態の縫合部の一部分の断面図である。
【図５】動作中の第１の実施形態の縫合部の一部分の断面図である。
【図６】図１の装置の図１に示した位置での断面である。
【図７】縫合部の別の実施形態の変形例の一部分の断面図である。
【図８】図７の縫合部の図７に示した位置での断面である。
【図９】胃の組織を説明する断面であり、種々の層が示されている。
【図１０】付着を促進すべく組織のひだを準備するための望ましい切除線１００を示して
いる断面である。
【図１１】線１００に沿った切除後の図１０の組織である。
【図１２】患者の胃の中にある図１の斜視図である。
【図１３】本明細書に記載の手技によって仕切られた胃の前側からの図である。
【図１３Ａ】図１３の仕切られた胃の断面である。
【図１４】装置を見下ろした断面図であり、胃の前壁および後壁への縫合糸の取り付けを
示している。
【図１５】装置を見下ろした断面図であり、胃の前壁および後壁への縫合糸の取り付けを
示している。
【図１６】装置を見下ろした断面図であり、胃の前壁および後壁への縫合糸の取り付けを
示している。
【図１７】装置を見下ろした断面図であり、胃の前壁および後壁への縫合糸の取り付けを
示している。
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【図１８】胃の前壁および後壁に取り付けられた２つの縫合糸の側面図であり、縫合糸の
端部が食道を上方へと延出している。
【図１９】小弯を見込む胃の切除図であり、前壁および後壁に対向する縫い目の配置およ
び取り付けを説明している。
【図２０】図１４～１７に相当する断面図であり、装置を回転させるための２つの配向ワ
イヤ管腔の使用を説明している。
【図２１】図１４～１７に相当する断面図であり、装置を回転させるための２つの配向ワ
イヤ管腔の使用を説明している。
【図２２】胃の前側からの図であり、十二指腸の最初の部位に固定された種々の実施形態
の遠位固定部が示されている。
【図２３】胃の前側からの図であり、十二指腸の最初の部位に固定された種々の実施形態
の遠位固定部が示されている。
【図２４】内視鏡による遠位固定部の挿入を示す胃の前側からの図であり、遠位端の詳細
を示す拡大図を含んでいる。
【図２５】装置の側面図であって、寸法上の特徴を説明している。
【図２６】着脱式のシャトルを利用する縫合部の側面図である。
【図２７】図２６の縫合部において使用される着脱式のシャトルの上面図である。
【図２８】図２６に示した位置での縫合部の断面図である。
【図２９】別の実施形態による装置の側面図である。
【図３０】図２９の装置の断面図である。
【図３１】図２９の装置において使用されるシャトルの断面図である。
【図３２】接合される２つの組織部位の側面図である。
【図３３】接合される２つの組織部位の側面図である。
【図３４】接合される２つの組織部位の側面図である。
【図３５Ａ】組織の４つのひだの数字の８の字の縫合パターンでの接合であって、縫合糸
を双方向に適用するために針シャトルの考え方を利用する接合について、一連の側面図で
ある。
【図３５Ｂ】組織の４つのひだの数字の８の字の縫合パターンでの接合であって、縫合糸
を双方向に適用するために針シャトルの考え方を利用する接合について、一連の側面図で
ある。
【図３５Ｃ】組織の４つのひだの数字の８の字の縫合パターンでの接合であって、縫合糸
を双方向に適用するために針シャトルの考え方を利用する接合について、一連の側面図で
ある。
【図３５Ｄ】組織の４つのひだの数字の８の字の縫合パターンでの接合であって、縫合糸
を双方向に適用するために針シャトルの考え方を利用する接合について、一連の側面図で
ある。
【図３５Ｅ】組織の４つのひだの数字の８の字の縫合パターンでの接合であって、縫合糸
を双方向に適用するために針シャトルの考え方を利用する接合について、一連の側面図で
ある。
【図３５Ｆ】組織の４つのひだの数字の８の字の縫合パターンでの接合であって、縫合糸
を双方向に適用するために針シャトルの考え方を利用する接合について、一連の側面図で
ある。
【図３６】食道との接合部に組織のひだを形成すべく使用されている一実施形態の断面図
である。
【図３７Ａ】図３６によって配置された縫合糸を概略的に示している。
【図３７Ｂ】縫合糸によるひだの形成を概略的に示している。
【図３８】食道の付近の胃にアーチを切除するための吸引空洞の構成の斜視図である。
【図３９】図３８の装置のアーチ切除部の拡大図である。
【図４０】外科システムが胃に挿入されている患者の側面切除図である。
【図４１Ａ】図４０において使用されている咬合阻止器の上面図および側面図を示してお
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り、左下の角が気道の側面図を示している。
【図４１Ｂ】図４０において使用されている咬合阻止器の上面図および側面図を示してお
り、左下の角が気道の側面図を示している。
【図４１Ｃ】図４０において使用されている咬合阻止器の上面図および側面図を示してお
り、左下の角が気道の側面図を示している。
【図４２】胃の切除図であり、胃を仕切るために不連続に準備された組織の部位からなる
有用なパターンを有している。
【図４３】胃の切除図であり、準備された組織の連続的なスロットが、図４２の不連続に
準備された部位の一部を置き換えている。
【図４４】図４３の準備された組織のスロットを形成するための装置である。
【図４５】別の実施形態によるアプリケータの側面図である。
【図４６】図４５のアプリケータの側面図であり、主管腔に薄切り装置が途中まで挿入さ
れている。
【図４７】図４５のアプリケータの作業開口に位置した薄切り装置の断面である。
【図４８】図４５のアプリケータの作業開口に位置した縫合装置の断面である。
【図４９】図４５のアプリケータの作業開口に位置した縫合装置の断面である。
【図５０】作業開口の遠位端の付近を湾曲させて配置された図４５のアプリケータの側面
図である。
【図５１】図４５のアプリケータの内側の縫合装置の遠位部の断面である。
【図５２】縫合機構の動作を示す側面図であり、中空針によって吸引チャンバを横切って
往復させられる糸シャトルが使用されている。
【図５３】縫合機構の動作を示す側面図であり、中空針によって吸引チャンバを横切って
往復させられる糸シャトルが使用されている。
【図５４】縫合機構の動作を示す側面図であり、中空針によって吸引チャンバを横切って
往復させられる糸シャトルが使用されている。
【図５５】拡大可能なスペーサおよび短いらせん針を取り入れた別の実施形態の斜視図で
あり、外側の細長い本体（すなわち、キーパ）の遠位部は、内部の詳細を示すために想像
線で示されている。
【図５６】図５５の実施形態および図に対応する部分断面の切除図である。
【図５７】図５５の実施形態の遠位端を見込む斜視図であり、キーパは想像線で示されて
いる。
【図５８】より長いらせん針を使用する別の実施形態の斜視図である。
【図５８Ａ】図５８に示した線に沿った端面断面図である。
【図５９】図５８に示したキーパに相当するが、内部のらせん針ならびに組織の捕捉、切
除、および針の駆動のための内部の構成部品は、取り除かれており、図６０に示されてい
る。
【図６０】図５８に示したキーパの内部のらせん針ならびに組織の捕捉、切除、および針
の駆動のための内部の構成部品である。
【図６１】図５９のキーパにおいて使用するための組織の捕捉、切除、および針の駆動の
ための内部の構成部品について、別の構成の斜視図である。
【図６１Ａ】図６１に示した通りの断面図であり、組織の捕捉および切除のための構成部
品の内部に滑動可能に配置された針駆動用のシャトルを示している。
【図６２】図６１の滑動可能に配置されたシャトルについて、ローラによる針の駆動の動
作の機構を示す概略図である。
【図６３】滑動可能に配置されたシャトルについて、引っ張りワイヤによる針の駆動のた
めの別のシャトルの構成の切除図である。
【図６４】内視鏡の作業チャネルを通って延出する固定用バルーン・カテーテルの概略図
であり、固定用バルーンが十二指腸において膨張させられており、カテーテルの近位端の
自動閉鎖バルブの詳細が示されている。
【図６５Ａ】図６４に示すような固定用バルーンの配置から始まる胃形成術の典型的な段
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【図６５Ｂ】図６４に示すような固定用バルーンの配置から始まる胃形成術の典型的な段
階を概略的に示している。
【図６５Ｃ】図６４に示すような固定用バルーンの配置から始まる胃形成術の典型的な段
階を概略的に示している。
【図６５Ｄ】図６４に示すような固定用バルーンの配置から始まる胃形成術の典型的な段
階を概略的に示している。
【図６５Ｅ】図６４に示すような固定用バルーンの配置から始まる胃形成術の典型的な段
階を概略的に示している。
【図６６】引っ張りワイヤ（図示されていない）によって操作されるシャトルを含んでい
る針駆動機構を取り入れてなる装置の作業部の斜視図である。
【図６７】図６６の装置の固定用バーを説明する拡大の切除図である。
【図６８Ａ】図６６の装置の端面図であり、吸引空洞を横切って針を押し引きするための
針駆動用シャトルの種々の位置を示しており、図６６の断面線は理解を容易にするために
省略されている。
【図６８Ｂ】図６６の装置の端面図であり、吸引空洞を横切って針を押し引きするための
針駆動用シャトルの種々の位置を示しており、図６６の断面線は理解を容易にするために
省略されている。
【図６８Ｃ】図６６の装置の端面図であり、吸引空洞を横切って針を押し引きするための
針駆動用シャトルの種々の位置を示しており、図６６の断面線は理解を容易にするために
省略されている。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月17日(2013.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胃腸の治療を実施するためのシステムであって、
　内視鏡管腔を定めており、近位端を身体の開口部から延出させて食道に挿入されるよう
に構成および配置されており、遠位端および該遠位端の近位側の作業部を定めている細長
い本体と、
　組織を捕捉するための前記作業部の、少なくとも１つの細長い側面配置された吸引空洞
と、
　前記吸引空洞の側壁の対向するスロットに配置され、捕捉された組織の部位から少なく
とも細長の表面層を切除して、露出した組織の細長部分を作るための少なくとも１つの切
除装置と、
　前記捕捉された組織の部位内を通過するように構成された少なくとも１つの針と、
　を有し、
　前記内視鏡管腔が、遠位側において、前記本体の遠位端の近位側の前記本体の外表面の
内視鏡出口穴を終端としており、
　前記内視鏡出口穴が、前記少なくとも１つの吸引空洞の近位側にあるシステム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの針は、前記露出した組織の一方の細長部分が、接合されるべき前
記露出した組織の他方の細長部分に付着されるように、前記捕捉された組織の部位に縫合
糸を適用するように構成された縫合針を含む請求項１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項３】
　露出した組織の細長部分の長さに沿う横向き縫合が適用されるように、前記少なくとも
１つの縫合針が、湾曲しており、かつ、前記作業部によって定義される長手軸に対して横
方向に作動する請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　湾曲した前記縫合針が、少なくとも１つのローラまたは少なくとも１つの引っ張りワイ
ヤによって作動される請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　複数の湾曲した前記縫合針が、横方向シャトルに開放可能に係合され、前記シャトルが
第１および第２の引っ張りワイヤによって作動される請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　食道接合部において手術して、捕捉されて切除された少なくとも２つの組織の部位を、
縫合糸によって一体に固定して、ひだを形成するように構成されている請求項２～５のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　捕捉されて切除された複数の組織の部位を、前記適用された縫合糸によって一体に固定
して、胃のサイズを縮小させるように構成されている請求項２～５のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの針が、捕捉した組織の部位に注射液を供給するように動作可能で
ある、長手方向に動作可能な注射針を備えている請求項１～７のいずれか一項に記載のシ
ステム。
【請求項９】
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　前記吸引空洞の遠位壁が、前記注射針の遠位先端を受けるための開口を定めている請求
項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記注射針が、前記切除装置の切除面と前記吸引空洞の底面との間の捕捉された組織の
部位に注射するように位置決めされている請求項９または１０に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記切除装置が切除刃である請求項１～１０のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記吸引空洞の底面から延びる複数の針をさらに備える、請求項１～１１のいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記細長い本体の少なくとも一部分が１５～２０ｍｍの範囲の実効外径が有する請求項
１～１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　露出した組織の２つの細長部分を結合するように、結節部材を縫合糸の自由端に導入す
るための装置をさらに備える請求項２～１３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　内視鏡管腔を定めており、体内に挿入されるように構成された遠位端を有し、近位端が
身体の開口部から延出される、細長い本体を備え、
　前記遠位端が、細長い側面配置された吸引空洞と、前記吸引空洞内に捕捉された組織に
複数の縫合糸を適用するための横方向に湾曲する縫合針のアレイとを備える、内視鏡的な
縫合装置。
【請求項１６】
　前記細長い本体が、前記吸引空洞に吸引を供給する少なくとも１つの吸引管腔と、前記
複数の針を駆動する手段を受け入れる少なくとも２つの管腔をさらに定めている請求項１
５に記載の縫合装置。
【請求項１７】
　前記複数の針を駆動する手段が第１および第２の引っ張りワイヤを備えている請求項１
６に記載の縫合装置。
【請求項１８】
　第１のワイヤが引っ張られたときに時計方向の回転を生みだし、第２のワイヤが引っ張
られて反時計方向の回転を生みだす針アクチュエータにより、前記複数の縫合針が進行す
る、請求項１５～１７のいずれか一項に記載の縫合装置。
【請求項１９】
　前記組織を通過する過程において、２つの異なる針の位置で、各針に係合された針アク
チュエータにより、前記複数の縫合針が進行する、請求項１５～１８のいずれか一項に記
載の縫合装置。
【請求項２０】
　前記複数の針に選択的に係合する長手方向に動作できる固定用バーをさらに備える、請
求項１５～１９のいずれか一項に記載の縫合装置。
【請求項２１】
　前記内視鏡管腔が、前記本体の遠位端の前記細長い本体の外表面の内視鏡出口穴を終端
としている、請求項１５～２０のいずれか一項に記載の縫合装置。
【請求項２２】
　経口で胃に導入されるように構成されている、請求項１５～２１のいずれか一項に記載
の縫合装置。
【請求項２３】
　顕微鏡的な切除装置と組み合わされた請求項１５～２２のいずれか一項に記載の縫合装
置を備える、システム。
【請求項２４】
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　前記顕微鏡的な切除装置が、内視鏡管腔を定めており、体内に挿入されるように構成さ
れた遠位端を有し、近位端が身体の開口部から延出される、細長い本体を備え、
　前記遠位端が、細長い側面配置された吸引空洞と、結合された切除装置とを備え、
　前記切除装置が、前記吸引空洞の細長長さを横断することで、その中に捕捉された組織
から表面層を切りそれにより露出した組織の細長いストリップを形成するように構成され
ており、
　前記吸引空洞が一対の対向する側壁と底面とを備えており、複数の針が、前記底面から
前記吸引空洞の開口に向かって、該吸引空洞内の捕捉された組織を貫通するように延出し
ている、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記底面から延出する前記複数の針が、切断前に前記組織に注射液を注入するように構
成された注射針である、請求項２３に記載のシステム。
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